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承第７号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和元

年７月１０日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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令和元年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号） 

令和元年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２４，７７０千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，４２７，１１３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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議第３７号 

美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例について 

美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例を下記のとおり制

定する。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５

項に基づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第

１号に該当している者（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）の報酬

及び費用弁償について定めるものとする。 

（報酬） 

第２条 前条の報酬とは、パートタイム会計年度任用職員に支給される報酬及び期

末手当をいう。 

（報酬の額） 

第３条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表に定める額の範囲内で

規則で定める額とする。 

（特殊勤務に係る報酬） 

第４条 美濃加茂市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４２年美濃加茂市条例

第４号）に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用

職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。 

（時間外勤務に係る報酬） 

第５条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間（以下「正

規の勤務時間」という。）以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会

計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間につ

いて、報酬を支給する。 

２ 前項に規定する報酬の額は、勤務１時間につき、第１０条に規定する勤務１時

間当たりの報酬の額に１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規

則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日午前５時までの間である場合は、
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その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額とする。ただし、そ

の勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間４５

分に達するまでの間又は割り振られた１週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、

その勤務時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週３８時間４５分に達するま

での間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「１００分の１２５から１

００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌

日午前５時までの間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）」

とあるのは、「１００分の１００（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合は、１００分の１２５）」とする。 

（休日勤務に係る報酬） 

第６条 美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年美濃加茂市条

例第２号）第９条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び第１０条に

規定する代休日（以下「休日」という。）において、正規の勤務時間中に勤務する

ことを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に

勤務した全時間に対して、報酬を支給する。 

２ 前項に規定する報酬の額は、勤務１時間につき、第１０条に規定する勤務１時

間当たりの報酬の額に１００分の１３５から１００分の１６０までの範囲内で規

則で定める割合を乗じて得た額とする。 

３ 休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務さ

せないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対して

は、第１項の規定を適用しない。 

（報酬の端数処理） 

第７条 第１０条各号に規定する勤務１時間当たりの報酬の額並びに第５条及び前

条の規定により勤務１時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当

該額に５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の

端数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。 

（期末手当） 

第８条 美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。

以下「給与条例」という。）第２０条から第２０条の３までの規定は、任期の定め

が６箇月以上のパートタイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著し

く少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。）について

準用する。この場合において、給与条例第２０条第２項中「１００分の１３０」

とあるのは「１００分の７２．５」と、給与条例第２０条第４項中「それぞれそ

の基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日

現在）において職員が受けるべき給料（育児短時間勤務職員等にあつては、給料

の月額を算出率で除して得た額）及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域

手当の月額の合計額」とあるのは「前基準日の翌日からそれぞれその基準日（退
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職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日）までの在職期間

における報酬（第４条から第６条までの規定により支給された報酬を除く。）の１

月当たりの平均額」とする。 

２ 任期の定めが６箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の１会計年度内

における任期の合計が６箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任

用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが６箇月以上のパートタイ

ム会計年度任用職員とみなす。 

３ ６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までパートタイム

会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員

として任用された者の任期の定め（６箇月未満のものに限る。）と前会計年度にお

ける任期（前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。）の定めとの合

計が６箇月以上に至ったときは、第１項の任期の定めが６箇月以上のパートタイ

ム会計年度任用職員とみなす。 

４ 前３項の規定は、語学指導等を行う外国青年招致事業（以下、「ＪＥＴプログラ

ム」という。）により任用された職には適用しない。 

（報酬の支給） 

第９条 報酬の計算期間（以下「報酬期間」という。）は月の１日から末日までとし、

月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は当該報酬期間内にお

いて規則で定める支給日にその月額の全額を支給する。日額又は時間額で報酬を

定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該報酬期間の翌月において規則で定

める支給日にその全額を支給する。 

２ パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法によ

り支払うことができる。 

３ 公務について生じた費用の弁償は、報酬には含まれない。 

４ 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、そ

の者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。 

５ 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった

日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、

その月の末日までの報酬を支給する。 

６ 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の１日から支給する以外の

とき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬の額は、その月の現日

数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差

し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（勤務１時間当たりの報酬の額） 

第１０条 パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬の額は、次の

各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 月額による報酬 第３条の規定による額に１２を乗じて得た額を当該パート
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タイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間に５２を

乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額 

(2) 日額による報酬 第３条の規定による額を当該パートタイム会計年度任用職

員について定められた１日当たりの勤務時間で除して得た額 

(3) 時間額による報酬 第３条の規定による額 

（報酬の減額） 

第１１条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中

に勤務しないときは、休日である場合、有給休暇による場合その他任命権者が定

める場合を除き、その勤務しない１時間につき、前条第１号に定める勤務１時間

当たりの報酬の額を減額する。 

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務

しないときは、休日である場合、有給休暇による場合その他任命権者が定める場

合を除き、その勤務しない１時間につき、前条第２号に定める勤務１時間当たり

の報酬の額を減額する。 

（報酬からの控除） 

第１２条 次の各号に掲げるものに相当する金額は、パートタイム会計年度任用職

員に報酬が支給される際当該報酬から控除するものとする。 

(1) 本人が希望し、かつ、市長が必要と認める職員の親睦会費 

(2) 本人が希望し、かつ、市長が必要と認める市の事業に係る自己負担金 

（通勤に係る費用弁償） 

第１３条 通勤に係る費用弁償は、給与条例第１２条第１項各号に該当するパート

タイム会計年度任用職員に支給する。 

２ 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第１２条第２

項から第６項までの規定の例による。 

（公務のための旅行に係る費用弁償） 

第１４条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担す

るときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。 

２ 前項の費用弁償の額は、美濃加茂市職員の旅費に関する条例（昭和６３年美濃

加茂市条例第１号）の一般職の職員の例による。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬及

び費用弁償に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

- 21 -



別表（第３条関係） 

職種 月額上限額 日額上限額 時間額上限額 

一般業務に従事す

る職 
１６８，９００円

 －
１，１３０円

保育士、言語訓練指

導員、保健師、社会

福祉士、介護認定調

査員、看護師、歯科

衛生士、栄養士、図

書館司書、学芸員、

講師 

２０４，９００円 － １，３７０円

バス運転手、市長車

運転手 
２４３，２００円 １１，５００円 １，６３０円

多文化共生推進員 ２８２，０００円  － １，５７０円

ＪＥＴプログラム

により任用された

職 

３３０，０００円 － －

相当の知識又は経

験を要する職 
１９３，６００円  － ３，０００円
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議第３８号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係 

条例の整備に関する条例について 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例を下記のとおり制定する。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例 

（美濃加茂市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の分限に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（休職の期間） （休職の期間） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 法第２２条の２第１項第１号に規定する会

計年度任用職員に対する第１項の規定の適用

については、同項中「３年を超えない範囲内」

とあるのは、「法第２２条の２第２項の規定に

基づき任命権者が定める任期の範囲内」とす

る。 

（美濃加茂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２９年美濃加茂

市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（この条例の目的） （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５ 第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５
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年法律第２６１号。以下「法」という。）第２

９条第２項及び第４項の規定に基づき職員の

懲戒の手続及び効果に関し規定することを目

的とする。 

年法律第２６１号。以下「法」という。）第２

９条第２項及び第４項の規定に基き職員の懲

戒の手続及び効果に関し規定することを目的

とする。 

（減給の効果） （減給の効果） 

第４条 減給は、１年以下の期間、給料の月額

及びこれに対する地域手当の合計額（法第２

２条の２第１項第１号に規定する会計年度任

用職員については、報酬の額）の５分の１以

下に相当する額を減ずるものとする。 

第４条 減給は、１年以下の期間、給料の月額

の５分の１以下に相当する額を給与から減ず

るものとする。 

（美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与の減額等） （給与の減額等） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ 次の各号に掲げるものに相当する金額は、

職員に給与が支給される際当該給与から控除

するものとする。 

２ 次の各号に掲げるものに相当する金額は、

職員に給与が支給される際当該給与から控除

するものとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 本人が希望し、かつ、市長が必要と認め

る職員の親睦会費 

(4) 市長が必要と認める職員の親睦会費 

(5) （略） (5) （略) 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 期末手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条から第２０条の３までにおい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員に対して、それぞれ基準日の

属する月の市の規則で定める日（次条及び第

２０条の３においてこれらの日を「支給日」

という。）に支給する。これらの基準日前１箇

月以内に退職し、又は死亡した職員（第２３

条第７項の規定の適用を受ける職員及び市の

規則で定める職員を除く。）についても同様と

第２０条 期末手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条から第２０条の３までにおい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員に対して、それぞれ基準日の

属する月の市の規則で定める日（次条及び第

２０条の３においてこれらの日を「支給日」と

いう。）に支給する。これらの基準日前１箇月

以内に退職し、若しくは法第１６条第１号に

該当して同法第２８条第４項の規定により失

職し、又は死亡した職員（第２３条第７項の規
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する。 定の適用を受ける職員及び市の規則で定める

職員を除く。）についても同様とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその

基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあ

つては、退職し、又は死亡した日現在）におい

て職員が受けるべき給料（育児短時間勤務職

員等にあつては、給料の月額を算出率で除し

て得た額）及び扶養手当の月額並びにこれら

に対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその

基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死

亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日現在）において職員が受け

るべき給料（育児短時間勤務職員等にあつて

は、給料の月額を算出率で除して得た額）及び

扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手

当の月額の合計額とする。 

５ （略） ５ （略） 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当する

者には、前条第１項の規定にかかわらず、当

該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲

げる者にあつては、その支給を一時差し止め

た期末手当）は、支給しない。 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当する

者には、前条第１項の規定にかかわらず、当該

各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げ

る者にあつては、その支給を一時差し止めた

期末手当）は、支給しない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に法第２８条第４項の規定

により失職した職員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に法第２８条第４項の規定

により失職した職員（同法第１６条第１号

に該当して失職した職員を除く。） 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 勤勉手当は６月１日及び１２月１日

（以下この条においてこれらの日を「基準日」

という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の

勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する

月の市の規則で定める日に支給する。これら

の基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡し

た職員（市の規則で定める職員を除く。）につ

いても同様とする。 

第２１条 勤勉手当は６月１日及び１２月１日

（以下この条においてこれらの日を「基準日」

という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の

勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する

月の市の規則で定める日に支給する。これら

の基準日前１箇月以内に退職し、若しくは法

第１６条第１号に該当して同法第２８条第４

項の規定により失職し、又は死亡した職員（市

の規則で定める職員を除く。）についても同様
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とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定める

割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、そ

の者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額

を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定める

割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その

者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

＠当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれその基準日現在（退職し、又は死

亡した職員にあつては、退職し、又は死亡

した日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額を加算した額

に、１００分の９２．５（特定管理職員に

あつては、１００分の１１２．５）を乗じ

て得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

＠当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれその基準日現在（退職し、若しく

は失職し、又は死亡した職員にあつては、

退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受ける

べき扶養手当の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額を加算した額に、１０

０分の９２．５（特定管理職員にあつては、

１００分の１１２．５）を乗じて得た額の

総額 

(2) （略） (2) （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（休職者の給与） （休職者の給与） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 第２項、第３項又は第５項に規定する職員

が、これらの規定に規定する期間内で第２０

条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退

職し、又は死亡したときは、同項の規定によ

り市の規則で定める日に、それぞれ第２項、

第３項又は第５項の規定の例による額の期末

手当を支給することができる。ただし、市の

規則で定める職員については、この限りでな

い。 

７ 第２項、第３項又は第５項に規定する職員

が、当該各項に規定する期間内で第２０条第

１項に規定する基準日前１箇月以内に退職

し、若しくは法第１６条第１号に該当して同

法第２８条第４項の規定により失職し、又は

死亡したときは、同項の規定により市の規則

で定める日に、当該各項の例による額の期末

手当を支給することができる。ただし、市の規

則で定める職員については、この限りでない。

８ (略) ８ (略) 
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 （委任） （この条例の施行に関し必要な事項） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、職員

の給与に関し必要な事項は、別に定める。 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は

別に市の規則で定める。 

（美濃加茂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 美濃加茂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年美濃

加茂市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２２条の２第１項第１号、第２８条の５第

１項及び第２８条の６第２項に規定する短時

間勤務の職を占める職員（以下「職員」とい

う。）の給与の種類は、給料、手当、報酬及び

費用弁償とする。 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条の５第１項及び第２８条の６第２項

に規定する短時間勤務の職を占める職員（以

下「職員」という。）の給与の種類は、給料及

び手当とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項に規定する報酬は、地方公務員法第

２２条の２第１項第１号に規定する会計年度

任用職員に対する報酬であって、特殊勤務に

係る報酬、時間外勤務に係る報酬及び休日勤

務に係る報酬を含むものとする。 

５ 費用弁償とは、通勤及び公務のための旅行

に係る費用弁償とする。 

（通勤手当） （通勤手当） 

第６条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に

対して支給する。 

第６条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に

対して支給する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用す

ることを常例とする職員 

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用す

ることを常例とする職員 

 （非常勤職員の給与） 

 第１６条 企業職員で職員以外のものについて

は、職員の給与との権衡を考慮し予算の範囲

内で給与を支給する。 

（再任用職員等についての適用除外） （再任用職員等についての適用除外） 
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第１６条 （略） 第１７条 （略） 

（美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例（平成４年美濃加茂市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外

の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

（ア） 任命権者を同じくする職（以下

「特定職」という。）に引き続き在職し

た期間が１年以上である非常勤職員 

（イ）  その養育する子（育児休業法第

２条第１項に規定する子をいう。以下

同じ。）が１歳６か月に達する日（第２

条の４の規定に該当する場合にあって

は、２歳に達する日。以下「１歳６か月

到達日」という。）までに、その任期（任

期が更新される場合にあっては更新後

の任期）が満了すること及び特定職に

引き続き採用されないことが明らかで

ない非常勤職員 

（ウ） 勤務日の日数を考慮して市の規

則で定める非常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当

する非常勤職員（その養育する子が１歳

に達する日（当該子について当該非常勤

職員がする育児休業の期間の末日とされ

た日が当該子の１歳に達する日後である

場合にあっては、当該末日とされた日。

以下「１歳到達日」という。）において育
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児休業をしている非常勤職員に限る。） 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該育児休業に係る子につい

て、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用される

ことに伴い、当該任期の末日の翌日又は

当該引き続き採用される日を育児休業の

期間の初日とする育児休業をしようとす

るもの。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

者） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

者） 

第２条の２ （略） 第２条の２ （略） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合

＠非常勤職員の養育する子の１歳到達日 

(2) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含

む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育す

る子の１歳到達日以前のいずれかの日にお

いて当該子を養育するために育児休業法そ

の他の法律の規定による育児休業（以下こ

の条及び次条において「地方等育児休業」

という。）をしている場合において当該非常

勤職員が当該子について育児休業をしよう

とする場合（当該育児休業の期間の初日と

された日が当該子の１歳到達日の翌日後で

ある場合又は当該地方等育児休業の期間の

初日前である場合を除く。） 当該子が１歳

２か月に達する日（当該日が当該育児休業

の期間の初日とされた日から起算して育児
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休業等可能日数（当該子の出生の日から当

該子の１歳到達日までの日数をいう。）から

育児休業等取得日数（当該子の出生の日以

降当該非常勤職員が労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）第６５条第１項及び第２

項の規定により勤務しなかった日数と当該

子について育児休業をした日数を合算した

日数をいう。）を差し引いた日数を経過する

日より後の日であるときは、当該経過する

日） 

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を

養育するため、非常勤職員が当該子の１歳

到達日（当該子を養育する非常勤職員が前

号に掲げる場合に該当してする育児休業又

は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日とされ

た日が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日（当該育児

休業の期間の末日とされた日と当該地方等

育児休業の期間の末日とされた日が異なる

ときは、そのいずれかの日））の翌日（当該

子の１歳到達日後の期間においてこの号に

掲げる場合に該当してその任期の末日を育

児休業と期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に特定職に引

き続き採用されるものにあっては、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日）を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合であって、次に掲

げる場合のいずれにも該当するとき 当該

子の１歳６か月到達日 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳到達日において育児休業をし

ている場合又は当該非常勤職員の配偶者
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が当該子の１歳到達日（当該配偶者がす

る地方等育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）におい

て地方等育児休業をしている場合 

イ 当該子の１歳到達日後の期間について

育児休業をすることが継続的な勤務のた

めに特に必要と認められる場合として市

の規則で定める場合に該当する場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場

合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める場合は、１歳６か月から２歳に達する

までの子を養育するため、非常勤職員が当該

子の１歳６か月到達日の翌日（当該子の１歳

６か月到達日後の期間においてこの条の規定

に該当してその任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用されるもの

にあっては、当該任期の末日の翌日又は当該

引き続き採用される日）を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合であ

って、次の各号のいずれにも該当するときと

する。 

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該

子の１歳６か月到達日において育児休業を

している場合又は当該非常勤職員の配偶者

が当該子の１歳６か月到達日において地方

等育児休業をしている場合 

(2) 当該子の１歳６か月到達日後の期間につ

いて育児休業をすることが継続的な勤務の

ために特に必要と認められる場合として市

の規則で定める場合 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院 （育児休業法第２条第１項ただし書の人事院
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規則で定める期間を基準として条例で定める

期間） 

規則で定める期間を基準として条例で定める

期間） 

第２条の５ （略） 第２条の３ （略） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支

給） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支

給） 

第７条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条第１項に規定

するそれぞれの基準日に育児休業をしている

職員（地方公務員法第２２条の２第１項第１

号に規定する会計年度任用職員を除く。）のう

ち、基準日以前６月以内の期間において勤務

した期間（市の規則で定めるこれに相当する

期間を含む。）がある職員には、当該基準日に

係る期末手当を支給する。 

第７条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条第１項に規定

するそれぞれの基準日に育児休業をしている

職員のうち、基準日以前６月以内の期間にお

いて勤務した期間（市の規則で定めるこれに

相当する期間を含む。）がある職員には、当該

基準日に係る期末手当を支給する。 

２ （略） ２ （略） 

（育児休業をした職員の職務復帰後における

号給の調整） 

（育児休業をした職員の職務復帰後における

号給の調整） 

第９条 育児休業をした職員（地方公務員法第

２２条の２第１項第１号に規定する会計年度

任用職員を除く。）が職務に復帰した場合にお

いて、部内の他の職員との均衡上必要がある

と認められるときは、その育児休業の期間を

１００分の１００以下の換算率により換算し

て得た期間を引き続き勤務したものとみなし

て、その職務に復帰した日及びその日後にお

ける最初の職員の昇給を行う日として市の規

則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給

の場合に準じてその者の号給を調整すること

ができる。 

第９条 育児休業をした職員が職務に復帰した

場合において、部内の他の職員との均衡上必

要があると認められるときは、その育児休業

の期間を１００分の１００以下の換算率によ

り換算して得た期間を引き続き勤務したもの

とみなして、その職務に復帰した日及びその

日後における最初の職員の昇給を行う日とし

て市の規則で定める日又はそのいずれかの日

に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整

することができる。 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間

を承認されている職員（以下「育児時間」とい

２ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第

６７条の規定による育児時間を承認されてい
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う。）又は勤務時間条例第１６条の２第１項の

規定による介護時間の承認を受けて勤務しな

い職員に対する部分休業の承認については、

１日につき２時間から当該育児時間又は当該

介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間を超えない範囲内で行うものとす

る。 

る職員（以下「育児時間」という。）又は勤務

時間条例第１６条の２第１項の規定による介

護時間の承認を受けて勤務しない職員に対す

る部分休業の承認については、１日につき２

時間から当該育児時間又は当該介護時間の承

認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超

えない範囲内で行うものとする。 

（美濃加茂市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第６条 美濃加茂市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年美濃

加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 地方公務員法第２２条に規定する条件付

採用になっている職員（市の規則で定める

職員を除く。） 

(3) 地方公務員法第２２条第１項に規定する

条件附採用になっている職員（市の規則で

定める職員を除く。） 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第３条中美濃加茂市職員

の給与に関する条例第２０条、第２０条の２、第２１条及び第２３条の改正は、令

和元年１２月１４日から施行する。 
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議第３９号 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一 

部を改正する条例について 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年美

濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の額 費用

弁償

（略） 

監査委員 （略）  （略）

識 見 を

有する者

のうちか

ら選任さ

れた委員 

月額 ６０，０

００円 

議 会 の

議員のう

ちから選

任された

委員 

月額 ３０，０

００円 

（略） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の額 費用

弁償

（略） 

監査委員 （略）  （略）

識 見 を

有する者

のうちか

ら選任さ

れた委員 

月額 ５０，０

００円 

議 会 の

議員のう

ちから選

任された

委員 

月額 ２５，０

００円 

（略） 
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美濃加茂

市老人ホ

ーム入所

判定員 

美濃加茂市老

人ホーム入所

判定員設置規

則（令和元年

美濃加茂市規

則第●号） 

（略） （略）

美濃加茂

市プロポ

ーザル審

査委員会

委員 

美濃加茂市プ

ロポーザル審

査委員会設置

規則（令和元

年美濃加茂市

規則第●号）

交通安全

指導員 

美濃加茂市交

通安全指導員

設置規則（平

成２９年美濃

加茂市規則第

１１号） 

月額 ９０，０

００円 

美濃加茂

市老人ホ

ーム入所

判定委員

会委員 

美濃加茂市老

人ホーム入所

判定委員会設

置要綱（昭和

６０年美濃加

茂市訓令甲第

３号） 

（略） （略）

美濃加茂

市プロポ

ーザル方

式等審査

委員 

美濃加茂市プ

ロポーザル方

式等の実施要

綱（平成２４

年美濃加茂市

訓令甲第５

号） 

総合評価

アドバイ

ザー 

美濃加茂市特

別簡易型総合

評価落札方式

実施要綱（平

成１９年美濃

加茂市訓令甲

第６９号） 

育児支援

訪問員 

美濃加茂市育

児支援家庭訪

問事業実施規

則（平成２５

年美濃加茂市

規則第４号）

時間額 ８５

０円 

備考 備考 

１・２ （略） １・２ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、監査委員の報酬の額の改正、育児

支援訪問員の項を削る改正及び交通安全指導員の項を追加する改正は、令和２年４

月１日から施行する。 
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議第４０号  

美濃加茂市水道事業給水条例の一部を改正する条例について

 美濃加茂市水道事業給水条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市水道事業給水条例（昭和３３年美濃加茂市条例第７号）の一部を次の 

ように改正する。 

改正後 改正前 

（手数料） 

第３３条 手数料は、次に掲げる区分によりこ

れを徴収する。 

(1) （略） 

(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料（１

回につき） 

イ 新規指定手数料 １０，０００円 

ロ 更新指定手数料 １０，０００円 

（手数料） 

第３３条 手数料は、次に掲げる区分によりこ

れを徴収する。 

(1) （略）

(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料（１

 回につき） １０，０００円 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第３６条 管理者は、水の供給を受ける者の給

水装置の構造及び材質が、水道法施行令（昭

和３２年政令第３３６号）第６条に規定する

給水装置の構造及び材質の基準に適合してい

ないときは、その者の給水契約の申込みを拒

み、又はその者が給水装置をその基準に適合

させるまでの間、その者に対する給水を停止

することができる。 

第３６条 管理者は、水の供給を受ける者の給

水装置の構造及び材質が、水道法施行令（昭

和３２年政令第３３６号）第５条に規定する

給水装置の構造及び材質の基準に適合してい

ないときは、その者の給水契約の申込みを拒

み、又はその者が給水装置をその基準に適合

させるまでの間、その者に対する給水を停止

することができる。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議第４１号 

美濃加茂市総合運動場条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市総合運動場条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市総合運動場条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市総合運動場条例（昭和４２年美濃加茂市条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（使用料） 

第５条 使用者は、別表に定める金額の合計額

（以下「使用料」という。）をあらかじめ納付

しなければならない。 

（使用料） 

第５条 使用者は、別表第１及び別表第２に定

める金額の合計額（以下「使用料」という。）

をあらかじめ納付しなければならない。 

別表（第５条関係） 

【別表（改正後）】 

別表第１（第５条関係） 

【別表第１（改正前）】 

別表第２（第５条関係） 

時間区

分

施設区

分 

８：０

０～１

０：０

０ 

１０：

００～

１２：

００ 

１２：

００～

１４：

００ 

１４：

００～

１６：

００ 

１６：

００～

１８：

００ 

サン・

スポー

ツラン

ド美濃

加茂の

会議室

３００

円

３００

円

３００

円

３００

円

３００

円

【別表第１（改正前）】 

体育施設 

区分 金額 
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６：００

～８：０

０ 

８：００

～１０：

００ 

１０：０

０～１

２：００

１２：０

０～１

４：００

１４：０

０～１

６：００

１６：０

０～１

８：００

１８：０

０～２

１：００

グラウ

ンド 

８００円 ８００円 ８００円 ８００円 ８００円 ８００円１，２００

円（夜間照

明設備の

あるグラ

ウンドの

５月から

１０月ま

での間の

使用に限

る。） 

ソフト

ボール

場 

６００円 ６００円 ６００円 ６００円 ６００円 ６００円 ―

テニス

コート

（１面

につき）

６００円 ６００円 ６００円 ６００円 ６００円 ６００円 ９００円

備考 

１ グラウンドの夜間照明を使用する場合は、前平総合運動場については１回に

つき６，２００円を、東総合運動場、西総合運動場及び下米田グラウンドにつ

いては１回につき３，６００円を加算する。 

２ （略） 

３ テニスコートの夜間照明を使用する場合は、１回１面につき１，４００円を 

加算する。 

４ １０月から翌年２月までの間におけるグラウンド、ソフトボール場及びテニ 

スコートの使用については、「１６：００～１８：００」の区分については「１ 

６：００～１７：００」と読み替え、当該使用料の額を半額とする。 

５ １２月から翌年２月までの間におけるグラウンド、ソフトボール場及びテニ

スコートの使用については、「６：００～８：００」の区分については「７：０

０～８：００」と読み替え、当該使用料の額を半額とする。 

【別表（改正後）】 

区分 
金額 

６：００８：００１０：０１２：０１４：０１６：０１８：０
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～８：０

０ 

～１０：

００ 

０～１

２：００

０～１

４：００

０～１

６：００

０～１

８：００

０～２

１：００

美濃加

茂市東

総合運

動場

（以下

「東総

合運動

場」と

い

う。） 

グラウ

ンド 

８００円 ８００円８００円８００円 ８００円８００円１，２０

０円（５

月から１

０月まで

の間の使

用 に 限

る。） 

テニス

コート

（１面

につき）

６００円 ６００円６００円６００円 ６００円６００円 ―

美濃加

茂市西

総合運

動場

（以下

「西総

合運動

場」と

い

う。） 

グラウ

ンド 

８００円 ８００円８００円８００円 ８００円８００円１，２０

０円（５

月から１

０月まで

の間の使

用 に 限

る。） 

多目的

広場 

６００円 ６００円６００円６００円 ６００円６００円 ―

美濃加

茂市前

平総合

運動 

（以下

「前平

総合運

動場」

とい

う。） 

グラウ

ンド 

８００円 ８００円８００円８００円 ８００円８００円１，２０

０円（５

月から１

０月まで

の間の使

用 に 限

る。） 

テニス

コート

（１面

につき）

６００円 ６００円６００円６００円 ６００円６００円９００円

美濃加

茂市下

米田グ

グラウ

ンド 

８００円 ８００円８００円８００円 ８００円８００円１，２０

０円（５

月から１
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ラウン

ド（以

下「下

米田グ

ラウン

ド」と

い

う。） 

０月まで

の間の使

用 に 限

る。） 

美濃加

茂市市

橋グラ

ウンド

グラウ

ンド 

８００円 ８００円８００円８００円 ８００円８００円 ―

サン・

スポー

ツラン

ド美濃

加茂 

グラウ

ンド 

８００円 ８００円８００円８００円 ８００円８００円 ―

会議室 ― ３００円３００円３００円 ３００円３００円 ―

備考 

１ 各グラウンドの夜間照明を使用する場合は、前平総合運動場については１回

  につき６，２００円を、東総合運動場、西総合運動場及び下米田グラウンドに

  ついては１回につき３，６００円を加算する。 

２ （略） 

３ 前平総合運動場のテニスコートを「１８：００～２１：００」の区分で利用

する場合は、１回１面につき１，４００円を照明使用料として加算する。また、

１０月から翌年２月までの間において前平総合運動場のテニスコートを「１６：

００～１８：００」の区分で利用する場合は、１回１面につき９００円を照明

使用料として加算する。 

４ １０月から翌年２月までの間における各グラウンド、西総合運動場の多目的

広場及び東総合運動場のテニスコートの使用については、「１６：００～１８：

００」の区分については「１６：００～１７：００」と読み替え、当該使用料

の額を半額とする。 

５ １２月から翌年２月までの間における各グラウンド、西総合運動場の多目的

広場及び各テニスコートの使用については、「６：００～８：００」の区分につ

いては「７：００～８：００」と読み替え、当該使用料の額を半額とする。 

附 則 

この条例は、令和元年１１月１日から施行する。 
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議第４２号 

美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市印鑑条例（昭和５０年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

（登録資格） （登録資格） 

第２条 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号。以下「法」という。）に基づき、本市が

備える住民基本台帳に記録されている者は、

１人１個に限り印鑑の登録を受けることがで

きる。 

第２条 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号。以下「法」という。）に基づき、本市の

住民基本台帳に記録されている者は、１人１

個に限り印鑑の登録を受けることができる。 

２ (略) ２ (略) 

 （登録）  （登録） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、登録申請者が自ら申請した場合に

おいて、次に掲げる方法のうちいずれかの方

法によつて、第１項の規定による確認をする

ことができると認めるときは、前項の規定に

よる確認の方法を省略することができる。 

 (1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身

分証明書で、本人の写真を貼付したものの

提示 

 (2)・(3) （略） 

３ 市長は、登録申請者が自ら申請した場合に

おいて、次に掲げる方法のうちいずれかの方

法によつて、第１項の規定による確認をする

ことができると認めるときは、前項の規定に

よる確認の方法を省略することができる。 

 (1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身

分証明書で、本人の写真を貼ったものの提

示 

 (2)・(3) （略） 
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（登録をすることができない印鑑） （登録をすることができない印鑑） 

第５条 市長は、登録を受けようとする印鑑が、

次に掲げるもののうちのいずれかに該当する

場合には、当該印鑑の登録をすることができ

ない。 

第５条 市長は、登録を受けようとする印鑑が、

次に掲げるもののうちのいずれかに該当する

場合には、当該印鑑の登録をすることができ

ない。 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、

名、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第３０条の１３に規

定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは

通称（同政令第３０条の１６第１項に規定

する通称をいう。以下同じ。）又は氏名、

旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたも

ので表していないもの 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、

名若しくは通称（住民基本台帳法施行令（昭

和４２年政令第２９２号）第３０条の２６

第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）

又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせ

たもので表していないもの 

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以

外の事項を表しているもの 

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事

項を表しているもの 

(3)～(6) （略）  (3)～(6) （略） 

２ （略）  ２ （略） 

（印鑑登録原票） （印鑑登録原票） 

第６条 市長は、第４条第１項の規定による印

鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に

係る次に掲げる事項を登録するものとする。 

第６条 市長は、第４条第１項の規定による印

鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に

係る次に掲げる事項を登録するものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 氏名（氏に変更があつた者に係る住民票

に旧氏の記載（法第６条第３項の規定によ

り磁気ディスク（これに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物を含む。以下同じ。）をもつて調

整する住民票にあつては、記録。以下同

じ。）がされている場合にあつては氏名及

び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通

称の記載がされている場合にあつては氏

名及び当該通称） 

(3) 氏名（外国人住民に係る住民票に通称が

記録されている場合にあっては、氏名及び

通称） 

(4)・(5) （略）  

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住

(4)・(5) （略） 

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民
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民が住民票の備考欄に記録されている氏

名の片仮名表記又はその一部を組み合わ

せたもので表されている印鑑により登録

を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮

名表記 

 (7) （略）

が住民票の備考欄に記録されている氏名の

片仮名表記又はその一部を組み合わせたも

ので表されている印鑑により登録を受ける

場合にあっては、当該氏名の片仮名表記 

 (7) （略） 

２ 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録

原票については、磁気ディスクをもつて調製

することができる。 

２ 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録

原票については、磁気ディスク（これに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物を含む。以下同じ。）をもつて

調製することができる。 

 （暗証番号の登録及び管理等）  （暗証番号の登録及び管理等） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２ 市長は、暗証番号の登録又は変更の届出が

あつたときは、当該届出者が本人であること

及び当該届出が本人の意思に基づくものであ

ることを確認するものとする。 

２ 市長は、暗証番号の登録又は変更の届出が

あったときは、当該届出者が本人であること

及び当該届出が本人の意思に基づくものであ

ることを確認するものとする。 

３ 前項の確認は、暗証番号の登録又は変更の

届出の事実について、郵送その他市長が適当

と認める方法により、当該暗証番号の登録又

は変更の届出者に対して文書により照会し、

その回答書を規則で定める期間内に暗証番号

の登録又は変更の届出者に持参させ、又は暗

証番号の登録又は変更の届出者自ら持参する

ことができないときは、委任の旨を証する書

面を添えて代理人に持参させることによつて

行うものとする。 

３ 前項の確認は、暗証番号の登録又は変更の

届出の事実について、郵送その他市長が適当

と認める方法により、当該暗証番号の登録又

は変更の届出者に対して文書により照会し、

その回答書を規則で定める期間内に暗証番号

の登録又は変更の届出者に持参させ、又は暗

証番号の登録又は変更の届出者自ら持参する

ことができないときは、委任の旨を証する書

面を添えて代理人に持参させることによって

行うものとする。 

４ 市長は、暗証番号の登録又は変更の届出者

が自ら届け出た場合において、次に掲げる方

法のうちいずれかの方法によつて、第２項の

規定による確認をすることができると認める

ときは、前項の規定による確認の方法を省略

することができる。 

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身

分証明書で、本人の写真を貼付したものの

４ 市長は、暗証番号の登録又は変更の届出者

が自ら届け出た場合において、次に掲げる方

法のうちいずれかの方法によって、第２項の

規定による確認をすることができると認める

ときは、前項の規定による確認の方法を省略

することができる。 

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身

分証明書で、本人の写真を貼ったものの提
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提示 

(2)・(3) （略） 

示 

(2)・(3) （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

（印鑑登録の抹消） （印鑑登録の抹消） 

第１４条 市長は、印鑑の登録を受けている者

について次の各号のいずれかに該当する事実

を知つたときは、職権で当該印鑑の登録を抹

消するものとする。 

第１４条 市長は、印鑑の登録を受けている者

について次の各号のいずれかに該当する事実

を知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹

消するものとする。 

(1)・(2) （略）   (1) ・(2) （略）   

(3) 印鑑の登録を受けている者が、その氏名、

氏（氏に変更があつた者にあつては、住民

票に記載されている旧氏を含む。）又は名

（外国人住民にあつては、通称又は氏名の

片仮名表記を含む。）を変更したとき。た

だし、登録されている印影を変更する必要

のない場合を除く。 

(3) 印鑑の登録を受けている者が、その氏名、

氏又は名（外国人住民にあっては、通称又

は氏名の片仮名表記を含む。）を変更した

とき。ただし、登録されている印影を変更

する必要のない場合を除く。 

(4) 印鑑の登録を受けている者（外国人住民

に限る。）が法第３０条の４５の表の上欄

に掲げるものではなくなつたとき。ただし、

日本の国籍を取得した場合を除く。 

(5) （略）   

(4) 印鑑の登録を受けている者（外国人住民

に限る。）が法第３０条の４５の表の上欄

に掲げるものではなくなったとき。ただし、

日本の国籍を取得した場合を除く。 

(5) （略）   

２・３ （略） ２・３ （略）  

   附 則 

 この条例は、令和元年１２月１日から施行する。 
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議第４３号 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例（昭和５９年美濃加茂市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「乳幼児等」、「重度

心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」及

び「父子家庭の父及び児童」（以下「福祉医療

費助成対象者」という。）とは、次の各号に定

めるところによる。 

第２条 この条例において「乳幼児等」、「重度

心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」及

び「父子家庭の父及び児童」（以下「福祉医療

費助成対象者」という。）とは、次の各号に定

めるところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当す

る者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６

条第１項に規定する配偶者のない女子のう

ち、１８歳未満の児童（満１８歳に達する

日以後における最初の３月３１日以前の者

をいう。以下同じ。）を現に扶養している者

及び当該１８歳未満の児童並びに同法附則

第３条第１項に規定する父母のない児童の

うち１８歳未満の児童で、次に掲げる要件

のいずれかに該当するものをいう。 

(3) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当す

る者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６

条第１項に規定する配偶者のない女子のう

ち、１８歳未満の児童（満１８歳に達する

日以後における最初の３月３１日以前の者

をいう。以下同じ。）を現に扶養している者

及び当該１８歳未満の児童並びに同法附則

第３条第１項に規定する父母のない児童の

うち１８歳未満の児童で、次に掲げる要件

のいずれかに該当するものをいう。 
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イ １８歳未満の児童を扶養している母又

は養育者（父母がない場合又は父母が扶

養しない場合において、１８歳未満の児

童と同居してこれを監督保護し、かつ、

その生計を維持する者をいう。以下この

号において同じ。）の前年の所得（１月か

ら１０月までの間に受ける福祉医療費に

ついては、前々年の所得とする。以下同

じ。）が児童扶養手当法施行令（昭和３６

年政令第４０５号。以下「施行令」とい

う。）第２条の４第２項に定める額（児童

扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）

第９条第１項に規定する児童の養育者に

あつては、施行令第２条の４第７項に定

める額）未満であり、かつ、１８歳未満

の児童を扶養している母又は養育者の配

偶者及び扶養義務者（当該母と生計を同

じくする者又は当該養育者の生計を維持

する者に限る。）の前年の所得が、施行令

第２条の４第８項に定める額未満である

とき。 

イ １８歳未満の児童を扶養している母又

は養育者（父母がない場合又は父母が扶

養しない場合において、１８歳未満の児

童と同居してこれを監督保護し、かつ、

その生計を維持する者をいう。以下この

号において同じ。）の前年の所得（１月か

ら９月までの間に受ける福祉医療費につ

いては、前々年の所得とする。以下この

号において同じ。）が児童扶養手当法施行

令（昭和３６年政令第４０５号。以下「施

行令」という。）第２条の４第２項に定め

る額（児童扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）第９条第１項に規定する児

童の養育者にあつては、施行令第２条の

４第７項に定める額）未満であり、かつ、

１８歳未満の児童を扶養している母又は

養育者の配偶者及び扶養義務者（当該母

と生計を同じくする者又は当該養育者の

生計を維持する者に限る。）の前年の所得

が、施行令第２条の４第８項に定める額

未満であるとき。 

ロ （略） ロ （略） 

(4) 父子家庭の父及び児童 前２号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者の

ない男子のうち、１８歳未満の児童を現に

扶養している者及び当該１８歳未満の児童

で、次に掲げる要件のいずれかに該当する

ものをいう。 

(4) 父子家庭の父及び児童 前２号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者の

ない男子のうち、１８歳未満の児童を現に

扶養している者及び当該１８歳未満の児童

で、次に掲げる要件のいずれかに該当する

ものをいう。 

イ １８歳未満の児童を扶養している父の

前年の所得が施行令第２条の４第２項に

定める額未満であり、かつ、１８歳未満

の児童を扶養している父の配偶者及び扶

養義務者（当該父と生計を同じくする者

に限る。）の前年の所得が、施行令第２条

の４第８項に定める額未満であるとき。 

イ １８歳未満の児童を扶養している父の

前年の所得（１月から９月までの間に受

ける福祉医療費については、前々年の所

得とする。以下この号において同じ。）が

施行令第２条の４第２項に定める額未満

であり、かつ、１８歳未満の児童を扶養

している父の配偶者及び扶養義務者（当
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該父と生計を同じくする者に限る。）の前

年の所得が、施行令第２条の４第８項に

定める額未満であるとき。 

ロ （略） ロ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（受給者証の交付） （受給者証の交付） 

第９条 市長は、前条の規定による受給者証の

交付申請があつた場合はその内容を審査の上

受給資格者であると認めたときは、規則に定

めるところにより、当該受給資格者に係る受

給者証を申請者に交付する。 

第９条 市長は、前条の規定による受給者証の

交付申請があつた場合はその内容を審査のう

え、受給資格者であると認めたときは、規則

に定めるところにより、当該受給資格者に係

る受給者証を申請者に交付する。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例（次項におい

て「改正後の条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付等

に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給

については、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 市長は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例の施行に関し、必要

な準備行為をすることができる。 
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議第４４号 

美濃加茂市生涯学習施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

美濃加茂市生涯学習施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を下

記のとおり制定する。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市生涯学習施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市生涯学習施設の設置及び管理に関する条例（平成２２年美濃加茂市条

例第３０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 生涯学習施設の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

第２条 生涯学習施設の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

（略） 

上古井交流センター 美濃加茂市本郷町八丁

目８番４８号 

山之上交流センター 美濃加茂市山之上町３

４５７番地１ 

（略） 

名称 位置 

（略） 

上古井交流センター 美濃加茂市本郷町八丁

目８番４８号 

下古井交流センター 美濃加茂市島町一丁目

３番７号 

山之上交流センター 美濃加茂市山之上町３

４５７番地１ 

（略） 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 上古井交流センター ３ 上古井交流センター 

（略） （略） 
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 ４ 下古井交流センター 

区分 金額 

８：３

０～１

２：３

０ 

１３：

００～

１７：

００ 

１７：

３０～

２２：

００ 

８：３

０～２

２：０

０ 

１階会議

室 

１，６

００円

１，６

００円

１，６

００円

４，８

００円

２

階

和室１ ６００

円

６００

円

６００

円

１，８

００円

和室２ ６００

円

６００

円

６００

円

１，８

００円

料理室 ６００

円

６００

円

６００

円

１，８

００円

４ 山之上交流センター ５ 山之上交流センター 

（略） （略） 

５ 蜂屋交流センター ６ 蜂屋交流センター 

（略） （略） 

６ 加茂野交流センター ７ 加茂野交流センター 

（略） （略） 

７ 伊深交流センター ８ 伊深交流センター 

（略） （略） 

８ 三和交流センター ９ 三和交流センター 

（略） （略） 

９ 下米田交流センター １０ 下米田交流センター 

（略） （略） 

１０ 牧野交流センター １１ 牧野交流センター 

（略） （略） 

附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議第４５号  

美濃加茂市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 

について 

 美濃加茂市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市道の構造の技術的基準を定める条例（平成２４年美濃加茂市条例第３

３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1)～(13) （略） 

(14) 自転車通行帯 自転車を安全かつ円滑

に通行させるために設けられる帯状の車道

の部分をいう。 

(15)～(19) （略） 

(20) 計画交通量 道路構造令（昭和４５年政

令第３２０号。以下「令」という。）第２条

第２２号に規定する計画交通量をいう。 

(21) （略） 

(22) 視距 車線（車線を有しない道路にあっ

ては、車道（自転車通行帯を除く。）。以

下この号において同じ。）の中心線上１．

２メートルの高さから当該車線の中心線

上にある高さ１０センチメートルの物の

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1)～(13) （略） 

(14)～(18) （略） 

(19) 計画交通量 道路構造令（昭和４５年政

令第３２０号。以下「令」という。）第２条

第２１号に規定する計画交通量をいう。  

(20) （略） 

(21) 視距 車線（車線を有しない道路にあっ

ては、車道。以下この号において同じ。）

の中心線上１．２メートルの高さから当該

車線の中心線上にある高さ１０センチメ

ートルの物の頂点を見通すことができる
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頂点を見通すことができる距離を当該車

線の中心線に沿って測った長さをいう。 

距離を当該車線の中心線に沿って測った

長さをいう。 

（車線等） （車線等） 

第４条 車道（副道、停車帯、自転車通行帯そ

の他規則で定める部分を除く。）は、車線に

より構成されるものとする。ただし、第３種

第５級又は第４種第４級の道路にあっては、

この限りでない。 

第４条 車道（副道、停車帯その他規則で定め

る部分を除く。）は、車線により構成されるも

のとする。ただし、第３種第５級又は第４種

第４級の道路にあっては、この限りでない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路

の車道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、

４メートルとするものとする。ただし、当該

普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合又は第３３条の規定により車道に

狭窄
さく

部を設ける場合においては、３メートル

とすることができる。 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路

の車道の幅員は、４メートルとするものとす

る。ただし、当該普通道路の計画交通量が極

めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合又は第３３条

の規定により車道に狭窄
さく

部を設ける場合にお

いては、３メートルとすることができる。 

（副道） （副道） 

第６条 （略） 

２ 副道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、

４メートルを標準とするものとする。 

第６条 （略） 

２ 副道の幅員は、４メートルを標準とするも

のとする。 

（停車帯） （停車帯） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

（自転車通行帯） 

第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い

第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける

道路を除く。）には、車道の左端寄り（停車

帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。

次項において同じ。）に自転車通行帯を設け

るものとする。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合において

は、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４

種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多
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い第３種若しくは第４種の道路（自転車道を

設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）

には、安全かつ円滑な交通を確保するため自

転車の通行を分離する必要がある場合におい

ては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設け

るものとする。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合において

は、この限りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以

上とするものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、１メートルまで縮小することがで

きる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車

の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（自転車道） （自転車道） 

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い第３

種（第４級及び第５級を除く。次項において

同じ。）又は第４種（第３級及び第４級を除

く。同項において同じ。）の道路で設計速度

が１時間につき６０キロメートル以上である

ものには、自転車道を道路の各側に設けるも

のとする。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い第３

種又は第４種の道路には、自転車道を道路の

各側に設けるものとする。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４

種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多

い第３種若しくは第４種の道路で設計速度が

１時間につき６０キロメートル以上であるも

の（前項に規定する道路を除く。）には、安

全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通

行を分離する必要がある場合においては、自

転車道を道路の各側に設けるものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、この限りでな

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４

種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多

い第３種若しくは第４種の道路（前項に規定

する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通

を確保するため自転車の通行を分離する必要

がある場合においては、自転車道を道路の各

側に設けるものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、この限りでない。 
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い。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（自転車歩行者道） 

第１０条 自動車の交通量が多い第３種又は第

４種の道路（自転車道又は自転車通行帯を設

ける道路を除く。）には、自転車歩行者道を道

路の各側に設けるものとする。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。 

（自転車歩行者道） 

第１０条 自動車の交通量が多い第３種又は第

４種の道路（自転車道を設ける道路を除く。）

には、自転車歩行者道を道路の各側に設ける

ものとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合において

は、この限りでない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（歩道） （歩道） 

第１１条 第４種（第４級を除く。）の道路（自

転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者

の交通量が多い第３種（第５級を除く。）の道

路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又

は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第

３種若しくは第４種第４級の道路には、その

各側に歩道を設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、この限りでない。 

第１１条 第４種（第４級を除く。）の道路（自

転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者

の交通量が多い第３種（第５級を除く。）の道

路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又

は自転車道を設ける第３種若しくは第４種第

４級の道路には、その各側に歩道を設けるも

のとする。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（待避所） （待避所） 

第３１条 第３種第５級の道路には、次に定め

るところにより、待避所を設けるものとする。

ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路につ

いては、この限りでない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 待避所の長さは、２０メートル以上と

し、その区間の車道（自転車通行帯を除

く。）の幅員は、５メートル以上とするこ

と。 

第３１条 第３種第５級の道路には、次に定め

るところにより、待避所を設けるものとする。

ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路につ

いては、この限りでない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 待避所の長さは、２０メートル以上と

し、その区間の車道の幅員は、５メートル

以上とすること。 

（小区間改築の場合の特例） （小区間改築の場合の特例） 

第４０条 道路の交通に著しい支障がある小区

間について応急措置として改築を行う場合

第４０条 道路の交通に著しい支障がある小区

間について応急措置として改築を行う場合
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（次項に規定する改築を行う場合を除く。）に

おいて、これに隣接する他の区間の道路の構

造が、第４条、第５条第２項から第４項まで、

第６条、第８条、第８条の２第３項、第９条

第３項、第１０条第２項及び第３項、第１１

条第３項及び第４項、第１３条第２項及び第

３項、第１６条から第２３条まで、第２４条

第３項並びに第２６条の規定による基準に適

合していないためこれらの規定による基準を

そのまま適用することが適当でないと認めら

れるときは、これらの規定による基準によら

ないことができる。 

（次項に規定する改築を行う場合を除く。）に

おいて、これに隣接する他の区間の道路の構

造が、第４条、第５条第２項から第４項まで、

第６条、第８条、第９条第３項、第１０条第

２項及び第３項、第１１条第３項及び第４項、

第１３条第２項及び第３項、第１６条から第

２３条まで、第２４条第３項並びに第２６条

の規定による基準に適合していないためこれ

らの規定による基準をそのまま適用すること

が適当でないと認められるときは、これらの

規定による基準によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障があ

る小区間について応急措置として改築を行う

場合において、当該道路の状況等からみて第

４条、第５条第２項から第４項まで、第６条、

第７条第２項、第８条、第８条の２第３項、

第９条第３項、第１０条第２項及び第３項、

第１１条第３項及び第４項、第１３条第２項

及び第３項、第２０条第１項、第２２条第２

項、第２４条第３項、次条第１項及び第２項

並びに第４２条第１項の規定による基準をそ

のまま適用することが適当でないと認められ

るときは、これらの規定による基準によらな

いことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障があ

る小区間について応急措置として改築を行う

場合において、当該道路の状況等からみて第

４条、第５条第２項から第４項まで、第６条、

第７条第２項、第８条、第９条第３項、第１

０条第２項及び第３項、第１１条第３項及び

第４項、第１３条第２項及び第３項、第２０

条第１項、第２２条第２項、第２４条第３項、

次条第１項及び第２項並びに第４２条第１項

の規定による基準をそのまま適用することが

適当でないと認められるときは、これらの規

定による基準によらないことができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４６号 

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年美濃加茂市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

(9) 教育・保育給付認定 法第２０条第４項

に規定する教育・保育給付認定をいう。 

(9) 支給認定 法第２０条第４項に規定する

支給認定をいう。 

(10) 教育・保育給付認定保護者 法第２０条

第４項に規定する教育・保育給付認定保護

者をいう。 

(10) 支給認定保護者 法第２０条第４項に

規定する支給認定保護者をいう。 

(11) 教育・保育給付認定子ども 法第２０条

第４項に規定する教育・保育給付認定子ど

もをいう。 

(11) 支給認定子ども 法第２０条第４項に

規定する支給認定子どもをいう。 

(12) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 

子ども・子育て支援法施行令（平成２６年
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政令第２１３号。以下「令」という。）第４

条第１項に規定する満３歳以上教育・保育

給付認定子どもをいう。 

(13) 特定満３歳以上保育認定子ども 令第

４条第１項第２号に規定する特定満３歳以

上保育認定子どもをいう。 

(14) 満３歳未満保育認定子ども 令第４条

第２項に規定する満３歳未満保育認定子ど

もをいう。 

(15) 市町村民税所得割合算額 令第４条第

２項第２号に規定する市町村民税所得割合

算額をいう。 

(16) 負担額算定基準子ども 令第１３条第

２項に規定する負担額算定基準子どもをい

う。 

(17) （略） (12) （略） 

(18) 教育・保育給付認定の有効期間 法第２

１条に規定する教育・保育給付認定の有効

期間をいう。 

(13) 支給認定の有効期間 法第２１条に規

定する支給認定の有効期間をいう。 

(19) 教育・保育 法第７条第１０項第５号に

規定する教育・保育をいう。 

(14) 教育・保育 法第１４条第１項に規定す

る教育・保育をいう。 

(20)・(21) （略） (15)・(16) （略） 

(22) 法定代理受領 法第２７条第５項（法第

２８条第４項において準用する場合を含

む。）又は法第２９条第５項（法第３０条第

４項において準用する場合を含む。）の規定

により市町村（特別区を含む。以下同じ。）

が支払う特定教育・保育（特別利用保育及

び特別利用教育を含む。次条第１項及び第

２項において同じ。）又は特定地域型保育

（特別利用地域型保育及び特定利用地域型

保育を含む。同条第１項及び第２項におい

て同じ。）に要した費用の額の一部を、教育・

保育給付認定保護者に代わり特定教育・保

(17) 法定代理受領 法第２７条第５項（法第

２８条第４項において準用する場合を含

む。）又は法第２９条第５項（法第３０条第

４項において準用する場合を含む。）の規定

により市町村（特別区を含む。以下同じ。）

が支払う特定教育・保育（特別利用保育及

び特別利用教育を含む。次条第１項及び第

２項において同じ。）又は特定地域型保育

（特別利用地域型保育及び特定利用地域型

保育を含む。次条第１項及び第２項におい

て同じ。）に要した費用の額の一部を、支給

認定保護者に代わり特定教育・保育施設又
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育施設又は特定地域型保育事業者が受領す

ることをいう。 

は特定地域型保育事業者が受領することを

いう。 

(23)～(29) （略） (18)～(24) （略） 

（一般原則） （一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業者（以下「特定教育・保育施設等」と

いう。）は、良質かつ適切であり、かつ、子ど

もの保護者の経済的負担の軽減について適切

に配慮された内容及び水準の特定教育・保育

又は特定地域型保育の提供を行うことによ

り、全ての子どもが健やかに成長するために

適切な環境が等しく確保されることを目指す

ものでなければならない。 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業者（以下「特定教育・保育施設等」と

いう。）は、良質かつ適切な内容及び水準の特

定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行

うことにより、全ての子どもが健やかに成長

するために適切な環境が等しく確保されるこ

とを目指すものでなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利

用の申込みを行った教育・保育給付認定保護

者（以下「利用申込者」という。）に対し、第

２１条に規定する運営規程の概要、職員の勤

務体制、第１４条の規定により支払を受ける

費用に関する事項その他の利用申込者の教

育・保育の選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、当該

提供の開始について利用申込者の同意を得な

ければならない。 

第６条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利

用の申込みを行った支給認定保護者（以下「利

用申込者」という。）に対し、第２１条に規定

する運営規程の概要、職員の勤務体制、利用

者負担その他の利用申込者の教育・保育の選

択に資すると認められる重要事項を記した文

書を交付して説明を行い、当該提供の開始に

ついて利用申込者の同意を得なければならな

い。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第７条 特定教育・保育施設は、教育・保育給

付認定保護者から利用の申込みを受けたとき

は、正当な理由がなければ、これを拒んでは

ならない。 

第７条 特定教育・保育施設は、支給認定保護

者から利用の申込みを受けたときは、正当な

理由がなければ、これを拒んではならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）は、

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）は、
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利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保

育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、抽選、申込みを受けた順序により決

定する方法、当該特定教育・保育施設の設置

者の教育・保育に関する理念、基本方針等に

基づく選考その他公正な方法により選考しな

ければならない。 

利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子

どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、

当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保

育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により選考しなければならな

い。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

育所に限る。以下この項において同じ。）は、

利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号

又は第３号に掲げる小学校就学前子ども及び

当該特定教育・保育施設を現に利用している

同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、当該特定教育・保育施設の同項第

２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、教育・保育給付認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる教

育・保育給付認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

育所に限る。以下この項において同じ。）は、

利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号

又は第３号に掲げる小学校就学前子ども及び

当該特定教育・保育施設を現に利用している

同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもの総数が、

当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、

支給認定に基づき、保育の必要の程度及び家

族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が

高いと認められる支給認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとする。 

４ 前２項に規定する場合においては、特定教

育・保育施設は、これらの項に規定する選考

の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護

者に明示した上で、当該選考を行わなければ

ならない。 

４ 前２項に規定する場合においては、特定教

育・保育施設は、これらの項に規定する選考

の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示し

た上で、当該選考を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る

教育・保育給付認定子どもに対し自ら適切な

教育・保育を提供することが困難である場合

は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る

支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育

を提供することが困難である場合は、適切な

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業
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型保育事業を紹介する等の適切な措置を速や

かに講じなければならない。 

を紹介する等の適切な措置を速やかに講じな

ければならない。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

育所に限る。以下この項において同じ。）は、

法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設

の利用について児童福祉法第２４条第３項

（同法第７３条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により市町村

が行う調整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

育所に限る。以下この項において同じ。）は、

法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

もに係る当該特定教育・保育施設の利用につ

いて児童福祉法第２４条第３項（同法第７３

条第１項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により市町村が行う調整及

び要請に対し、できる限り協力しなければな

らない。 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供を求められた場合は、必要に応じて、

教育・保育給付認定保護者の提示する支給認

定証（教育・保育給付認定保護者が支給認定

証の交付を受けていない場合にあっては、子

ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内

閣府令第４４号）第７条第２項の規定による

通知）によって、教育・保育給付認定の有無、

教育・保育給付認定子どもの該当する法第１

９条第１項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分、教育・保育給付認定の有効期間、保

育必要量（法第２０条第３項に規定する保育

必要量をいう。）等を確かめるものとする。 

第９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供を求められた場合は、支給認定保護

者の提示する支給認定証によって、支給認定

の有無、支給認定子どもの該当する法第１９

条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの

区分、支給認定の有効期間、保育必要量（法

第２０条第３項に規定する保育必要量をい

う。）等を確かめるものとする。 

（教育・保育給付認定の申請に係る援助） （支給認定の申請に係る援助） 

第１０条 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定を受けていない保護者から利用の申

込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏

まえて速やかに教育・保育給付認定の申請が

行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

第１０条 特定教育・保育施設は、支給認定を

受けていない保護者から利用の申込みがあっ

た場合は、当該保護者の意思を踏まえて速や

かに支給認定の申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。 
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２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定の変更の認定の申請が遅くとも教育・保育

給付認定保護者が受けている教育・保育給付

認定の有効期間の満了日の３０日前には行わ

れるよう必要な援助を行わなければならな

い。ただし、緊急その他やむを得ない理由が

ある場合には、この限りでない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の

認定の申請が遅くとも支給認定保護者が受け

ている支給認定の有効期間の満了日の３０日

前には行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。ただし、緊急その他やむを得な

い理由がある場合には、この限りでない。 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第１１条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供に当たっては、教育・保育給付認

定子どもの心身の状況、その置かれている環

境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等

の把握に努めなければならない。 

第１１条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供に当たっては、支給認定子どもの

心身の状況、その置かれている環境、他の特

定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努

めなければならない。 

（小学校等との連携） （小学校等との連携） 

第１２条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供の終了に際しては、教育・保育給

付認定子どもについて、小学校における教育

又は他の特定教育・保育施設等において継続

的に提供される教育・保育との円滑な接続に

資するよう、教育・保育給付認定子どもに係

る情報の提供その他小学校、特定教育・保育

施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う

者その他の機関との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

第１２条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供の終了に際しては、支給認定子ど

もについて、小学校における教育又は他の特

定教育・保育施設等において継続的に提供さ

れる教育・保育との円滑な接続に資するよう、

支給認定子どもに係る情報の提供その他小学

校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子

育て支援事業を行う者その他の機関との密接

な連携に努めなければならない。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第１４条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育を提供した際は、教育・保育給付認定保

護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者に限る。）から当該特定教

育・保育に係る利用者負担額（満３歳未満保

育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者についての法第２７条第３項第２号に掲げ

る額をいう。）の支払を受けるものとする。 

第１４条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育（特別利用保育及び特別利用教育を含む。

以下この条、次条及び第２０条において同

じ。）を提供した際は、支給認定保護者から当

該特定教育・保育に係る利用者負担額（法第

２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・

保育施設が特別利用保育を提供する場合にあ

っては法第２８条第２項第２号に規定する市

町村が定める額とし、特別利用教育を提供す

る場合にあっては同項第３号に規定する市町
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村が定める額とする。）をいう。）の支払を受

けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受

けないときは、教育・保育給付認定保護者か

ら、当該特定教育・保育に係る特定教育・保

育費用基準額（法第２７条第３項第１号に掲

げる額をいう。次項において同じ。）の支払を

受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受

けないときは、支給認定保護者から、当該特

定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準

額（法第２７条第３項第１号に掲げる額（そ

の額が現に当該特定教育・保育に要した費用

の額を超えるときは、当該現に特定教育・保

育に要した費用の額）をいい、当該特定教育・

保育施設が特別利用保育を提供する場合にあ

っては法第２８条第２項第２号に規定する内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該特別利用保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特別利

用保育に要した費用の額）を、特別利用教育

を提供する場合にあっては同項第３号に規定

する内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に当該特別利用教育

に要した費用の額を超えるときは、当該現に

特別利用教育に要した費用の額）をいう。次

項において同じ。）の支払を受けるものとす

る。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育の提供に当た

って、当該特定教育・保育の質の向上を図る

上で特に必要であると認められる対価につい

て、当該特定教育・保育に要する費用として

見込まれるものの額と特定教育・保育費用基

準額との差額に相当する金額の範囲内で設定

する額の支払を教育・保育給付認定保護者か

ら受けることができる。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育の提供に当た

って、当該特定教育・保育の質の向上を図る

上で特に必要であると認められる対価につい

て、当該特定教育・保育に要する費用として

見込まれるものの額と特定教育・保育費用基

準額との差額に相当する金額の範囲内で設定

する額の支払を支給認定保護者から受けるこ

とができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育において提供

される便宜に要する費用のうち、次に掲げる

費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者

から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育において提供

される便宜に要する費用のうち、次の各号に

掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から

受けることができる。 
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(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に

要する費用 

(3) 食事の提供に要する費用（法第１９条第

１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに

対する食事の提供に要する費用を除き、同

項第２号に掲げる小学校就学前子どもにつ

いては主食の提供に係る費用に限る。） 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該

教育・保育給付認定保護者と同一の世帯

に属する者に係る市町村民税所得割合算

額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める

金額未満であるものに対する副食の提供 

(ア) 法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども ７７，１０１円 

(イ) 法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。イ（イ）にお

いて同じ。） ５７，７００円（令第４

条第２項第６号に規定する特定教育・

保育給付認定保護者にあっては、７７，

１０１円） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３学

年修了前子ども（小学校、義務教育学校

の前期課程又は特別支援学校の小学部の

第１学年から第３学年までに在籍する子

どもをいう。以下このイにおいて同じ。）

が同一の世帯に３人以上いる場合にそれ

ぞれ（ア）又は（イ）に定める者に該当

するものに対する副食の提供（アに該当

するものを除く。） 

(ア) 法第１９条第１項第１号に掲げる
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小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 負担額算定基準

子ども又は小学校第３学年修了前子ど

も（そのうち最年長者及び２番目の年

長者である者を除く。）である者 

(イ) 法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 負担額算定基準

子ども（そのうち最年長者及び２番目

の年長者である者を除く。）である者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食

事の提供 

(4) （略） (4) （略） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用

のうち、特定教育・保育施設の利用におい

て通常必要とされるものに係る費用であっ

て、教育・保育給付認定保護者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用

のうち、特定教育・保育施設の利用におい

て通常必要とされるものに係る費用であっ

て、支給認定保護者に負担させることが適

当と認められるもの 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収

証を当該費用の額を支払った教育・保育給付

認定保護者に対し交付しなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収

証を当該費用の額を支払った支給認定保護者

に対し交付しなければならない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項

の規定による金銭の支払を求める際は、あら

かじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・

保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするととも

に、教育・保育給付認定保護者に対して説明

を行い、文書による同意を得なければならな

い。ただし、同項の規定による金銭の支払に

係る同意については、文書によることを要し

ない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項

の規定による金銭の支払を求める際は、あら

かじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認

定保護者に金銭の支払を求める理由について

書面によって明らかにするとともに、支給認

定保護者に対して説明を行い、文書による同

意を得なければならない。ただし、同項の規

定による金銭の支払に係る同意については、

文書によることを要しない。 

（施設型給付費の額に係る通知等） （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１５条 特定教育・保育施設は、法定代理受 第１５条 特定教育・保育施設は、法定代理受
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領により特定教育・保育に係る施設型給付費

（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。

以下同じ。）の支給を受けた場合は、教育・保

育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給

付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知

しなければならない。 

領により特定教育・保育に係る施設型給付費

（法第２７条第１項に規定する施設型給付費

をいい、法第２８条第１項に規定する特例施

設型給付費を含む。以下この項及び第２０条

において同じ。）の支給を受けた場合は、支給

認定保護者に対し、当該支給認定保護者に係

る施設型給付費の額を通知しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定

代理受領を行わない特定教育・保育に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した

特定教育・保育の内容、費用の額その他必要

と認められる事項を記載した特定教育・保育

提供証明書を教育・保育給付認定保護者に対

して交付しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定

代理受領を行わない特定教育・保育に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した

特定教育・保育の内容、費用の額その他必要

と認められる事項を記載した特定教育・保育

を提供したことを証する書類を支給認定保護

者に対して交付しなければならない。 

（特定教育・保育に関する評価等） （特定教育・保育に関する評価等） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定

教育・保育施設を利用する教育・保育給付認

定保護者その他の特定教育・保育施設の関係

者（当該特定教育・保育施設の職員を除く。）

による評価又は外部の者による評価を受け

て、それらの結果を公表し、常にその改善を

図るよう努めなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定

教育・保育施設を利用する支給認定保護者そ

の他の特定教育・保育施設の関係者（当該特

定教育・保育施設の職員を除く。）による評価

又は外部の者による評価を受けて、それらの

結果を公表し、常にその改善を図るよう努め

なければならない。 

（相談及び援助） （相談及び援助） 

第１８条 特定教育・保育施設は、常に教育・

保育給付認定子どもの心身の状況、その置か

れている環境等の的確な把握に努め、当該教

育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わなければ

ならない。 

第１８条 特定教育・保育施設は、常に支給認

定子どもの心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、支給認定子ども又

はその保護者に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行わ

なければならない。 

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第１９条 特定教育・保育施設の職員は、現に 第１９条 特定教育・保育施設の職員は、現に
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特定教育・保育の提供を行っているときに教

育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに当該教

育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者又は医療機関への連絡を行う等

の必要な措置を講じなければならない。 

特定教育・保育の提供を行っているときに支

給認定子どもに体調の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに当該支給認定子ど

もの保護者又は医療機関への連絡を行う等の

必要な措置を講じなければならない。 

（教育・保育給付認定保護者に関する市町村

への通知） 

（支給認定保護者に関する市町村への通知） 

第２０条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育を受けている教育・保育給付認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者が偽りその

他不正な行為によって施設型給付費の支給を

受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、

意見を付してその旨を当該施設型給付費の支

給に係る市町村に通知しなければならない。 

第２０条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育を受けている支給認定子どもの保護者が

偽りその他不正な行為によって施設型給付費

の支給を受け、又は受けようとしたときは、

遅滞なく、意見を付してその旨を当該施設型

給付費の支給に係る市町村に通知しなければ

ならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第２１条 特定教育・保育施設は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規程

（第２４条において「運営規程」という。）を

定めておかなければならない。 

第２１条 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程（第２４条において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 第１４条の規定により教育・保育給付認

定保護者から支払を受ける費用の種類、支

払を求める理由及びその額 

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担

その他の費用の種類、支払を求める理由及

びその額 

(6)～(11) （略） (6)～(11) （略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第２２条 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定子どもに対し、適切な特定教育・保

育を提供することができるよう、職員の勤務

の体制を定めておかなければならない。 

第２２条 特定教育・保育施設は、支給認定子

どもに対し、適切な特定教育・保育を提供す

ることができるよう、職員の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保

育施設の職員によって特定教育・保育を提供

しなければならない。ただし、教育・保育給

付認定子どもに対する特定教育・保育の提供

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保

育施設の職員によって特定教育・保育を提供

しなければならない。ただし、支給認定子ど

もに対する特定教育・保育の提供に直接影響
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に直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

を及ぼさない業務については、この限りでな

い。 

３ （略） ３ （略） 

（教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱

う原則） 

（支給認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２５条 特定教育・保育施設においては、教

育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社会

的身分又は特定教育・保育の提供に要する費

用を負担するか否かによって、差別的取扱い

をしてはならない。 

第２５条 特定教育・保育施設においては、支

給認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は

特定教育・保育の提供に要する費用を負担す

るか否かによって、差別的取扱いをしてはな

らない。 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第２６条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３

３条の１０各号に掲げる行為その他当該教

育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

第２６条 特定教育・保育施設の職員は、支給

認定子どもに対し、児童福祉法第３３条の１

０各号に掲げる行為その他当該支給認定子ど

もの心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２７条 特定教育・保育施設（幼保連携型認

定こども園及び保育所に限る。以下この条に

おいて同じ。）の長たる特定教育・保育施設の

管理者は、教育・保育給付認定子どもに対し

児童福祉法第４７条第３項の規定により懲戒

に関しその教育・保育給付認定子どもの福祉

のために必要な措置を採るときは、身体的苦

痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用し

てはならない。 

第２７条 特定教育・保育施設（幼保連携型認

定こども園及び保育所に限る。以下この条に

おいて同じ。）の長たる特定教育・保育施設の

管理者は、支給認定子どもに対し児童福祉法

第４７条第３項の規定により懲戒に関しその

支給認定子どもの福祉のために必要な措置を

採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱め

る等その権限を濫用してはならない。 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第２８条 特定教育・保育施設の職員及び管理

者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た教育・保育給付認定子ども又はその家族の

秘密を漏らしてはならない。 

第２８条 特定教育・保育施設の職員及び管理

者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏ら

してはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・

保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た支給

認定子ども又はその家族の秘密を漏らすこと
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らすことがないよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

がないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定

教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援

事業を行う者その他の機関に対して、教育・

保育給付認定子どもに関する情報を提供する

際には、あらかじめ文書により当該教育・保

育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の同意を得ておかなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定

教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援

事業を行う者その他の機関に対して、支給認

定子どもに関する情報を提供する際には、あ

らかじめ文書により当該支給認定子どもの保

護者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） （情報の提供等） 

第２９条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育施設を利用しようとする小学校就学前子

どもに係る教育・保育給付認定保護者が、そ

の希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設

を選択することができるように、当該特定教

育・保育施設が提供する特定教育・保育の内

容に関する情報の提供を行うよう努めなけれ

ばならない。 

第２９条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育施設を利用しようとする小学校就学前子

どもに係る支給認定保護者が、その希望を踏

まえて適切に特定教育・保育施設を選択する

ことができるように、当該特定教育・保育施

設が提供する特定教育・保育の内容に関する

情報の提供を行うよう努めなければならな

い。 

２ （略） ２ （略） 

（利益供与等の禁止） （利益供与等の禁止） 

第３０条 特定教育・保育施設は、利用者支援

事業（法第５９条第１号に規定する事業をい

う。）その他の地域子ども・子育て支援事業を

行う者（次項において「利用者支援事業者等」

という。）、教育・保育施設若しくは地域型保

育を行う者等又はその職員に対し、小学校就

学前子ども又はその家族に対して当該特定教

育・保育施設を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ない。 

第３０条 特定教育・保育施設は、利用者支援

事業（法第５９条第１号に規定する事業をい

う。）その他の地域子ども・子育て支援事業を

行う者（次項において「利用者支援事業者等」

という。）、教育・保育施設（法第７条第４項

に規定する教育・保育施設をいう。次項にお

いて同じ。）若しくは地域型保育（同条第５項

に規定する地域型保育をいう。次項及び第４

０条第４項において同じ。）を行う者等又はそ

の職員に対し、小学校就学前子ども又はその

家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介

することの対償として、金品その他の財産上

の利益を供与してはならない。 

２ （略） ２ （略） 

（苦情解決） （苦情解決） 
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第３１条 特定教育・保育施設は、その提供し

た特定教育・保育に関する教育・保育給付認

定子ども又は教育・保育給付認定保護者その

他の当該教育・保育給付認定子どもの家族（以

下この条において「教育・保育給付認定子ど

も等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓

口を設置する等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

第３１条 特定教育・保育施設は、その提供し

た特定教育・保育に関する支給認定子ども又

は支給認定保護者その他の当該支給認定子ど

もの家族（以下この条において「支給認定子

ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための

窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定

教育・保育に関する教育・保育給付認定子ど

も等からの苦情に関して市町村が実施する事

業に協力するよう努めなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定

教育・保育に関する支給認定子ども等からの

苦情に関して市町村が実施する事業に協力す

るよう努めなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定

教育・保育に関し、法第１４条第１項の規定

により市町村が行う報告若しくは帳簿書類そ

の他の物件の提出若しくは提示の命令又は当

該市町村の職員からの質問若しくは特定教

育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他

の物件の検査に応じ、及び教育・保育給付認

定子ども等からの苦情に関して市町村が行う

調査に協力するとともに、市町村から指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定

教育・保育に関し、法第１４条第１項の規定

により市町村が行う報告若しくは帳簿書類そ

の他の物件の提出若しくは提示の命令又は当

該市町村の職員からの質問若しくは特定教

育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他

の物件の検査に応じ、及び支給認定子ども等

からの苦情に関して市町村が行う調査に協力

するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

５ （略） ５ （略） 

（事故発生の防止及び発生時の対応） （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３３条 特定教育・保育施設は、事故の発生

又はその再発を防止するため、次に定める措

置を講じなければならない。 

第３３条 特定教育・保育施設は、事故の発生

又はその再発を防止するため、次の各号に定

める措置を講じなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定子どもに対する特定教育・保育の提供によ

り事故が発生した場合は、速やかに市町村、

当該教育・保育給付認定子どもの家族等に連

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに

対する特定教育・保育の提供により事故が発

生した場合は、速やかに市町村、当該支給認

定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必
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絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

要な措置を講じなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定子どもに対する特定教育・保育の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに

対する特定教育・保育の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行わなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第３５条 （略） 第３５条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定子どもに対する特定教育・保育の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに

対する特定教育・保育の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第１３条の規定による特定教育・保育の

提供の記録 

(2) 第１３条に規定する提供した特定教育・

保育に係る必要な事項の記録 

(3) 第２０条の規定による市町村への通知に

係る記録 

(3) 第２０条に規定する市町村への通知に係

る記録 

(4) 第３１条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(4) 第３１条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(5) 第３３条第３項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記

録 

(5) 第３３条第３項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利

用保育を提供する場合には、法第３４条第１

項第３号に規定する基準を遵守しなければな

らない。 

第３６条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに対し特別利用保育を提

供する場合には、法第３４条第１項第３号に

規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、当該特別

利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、当該特別

利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲
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げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、第５条第２項第３号の

規定により定められた法第１９条第１項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の総数を超えないものとする。 

げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している同項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもの総数が、

第５条第２項第３号の規定により定められた

法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の総数を超えないも

のとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用保育を、施設型給付費

には特例施設型給付費（法第２８条第１項の

特例施設型給付費をいう。次条第３項におい

て同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節

（第７条第３項及び第８条第２項を除く。）の

規定を適用する。この場合において、第７条

第２項中「特定教育・保育施設（認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特

別利用保育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。）」と、「同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「同号又は同項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」と、第１４条第２

項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「法第２８条第２項第２号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者

を除く。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給

付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含

む。）」とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用保育を含むものとして、

本章（第７条第３項及び第８条第２項を除

く。）の規定を適用する。この場合において、

第７条第２項中「特定教育・保育施設（認定

こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施

設（特別利用保育を提供している施設に限る。

以下この項において同じ。）」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子

ども」とあるのは「同号又は同項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子ども」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 
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第３７条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し、特別

利用教育を提供する場合には、法第３４条第

１項第２号に規定する基準を遵守しなければ

ならない。 

第３７条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに対し、特別利用教育を

提供する場合には、法第３４条第１項第２号

に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、当該特別

利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、第５条第２項第２号の

規定により定められた法第１９条第１項第１

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、当該特別

利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している同項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもの総数が、

第５条第２項第２号の規定により定められた

法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の総数を超えないも

のとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用教育を、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節（第７条第３項及び第８条第２

項を除く。）の規定を適用する。この場合にお

いて、第７条第２項中「利用の申込みに係る

法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る

法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「同項第１号又は第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは

「同項第１号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員」と、第１４条第２項中

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用教育を含むものとして、

本章（第７条第３項及び第８条第２項を除

く。）の規定を適用する。この場合において、

第７条第２項中「利用の申込みに係る法第１

９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど

も」とあるのは「利用の申込みに係る法第１

９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

も」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子ども」とあるのは「同項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子ども」と、第１４条第４項第３

号中「除き、同項第２号に掲げる小学校就学

前子どもについては主食の提供に係る費用に

限る。）」とあるのは「除く。）」とする。 
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「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を

含む。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育を受ける者を除

く。）」とする。 

第３８条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１項

の確認において定めるものに限る。以下この

章において同じ。）の数は、家庭的保育事業に

あっては１人以上５人以下、小規模保育事業

Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型をい

う。第４３条第３項第１号において同じ。）及

び小規模保育事業Ｂ型（同省令第２７条に規

定する小規模保育事業Ｂ型をいう。同号にお

いて同じ。）にあっては６人以上１９人以下、

小規模保育事業Ｃ型（同条に規定する小規模

保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同

じ。）にあっては６人以上１０人以下、居宅訪

問型保育事業にあっては１人とする。 

第３８条 特定地域型保育事業のうち、家庭的

保育事業にあってはその利用定員（法第２９

条第１項の確認において定めるものに限る。

以下この章において同じ。）の数を１人以上５

人以下とし、小規模保育事業Ａ型（家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準（平成

２６年厚生労働省令第６１号）第２７条に規

定する小規模保育事業Ａ型をいう。）及び小規

模保育事業Ｂ型（同条に規定する小規模保育

事業Ｂ型をいう。）にあってはその利用定員の

数を６人以上１９人以下とし、小規模保育事

業Ｃ型（同条に規定する小規模保育事業Ｃ型

をいう。附則第４条において同じ。）にあって

はその利用定員の数を６人以上１０人以下と

し、居宅訪問型保育事業にあってはその利用

定員の数を１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第３９条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、

利用申込者に対し、第４７条に規定する事業

の運営についての重要事項に関する規程の概

要、第４３条第１項に規定する連携施設の種

類及び名称、当該連携施設が行う連携協力の

概要、職員の勤務体制、第４４条の規定によ

り支払を受ける費用に関する事項その他の利

第３９条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、

利用申込者に対し、第４７条に規定する事業

の運営についての重要事項に関する規程の概

要、第４３条に規定する連携施設の種類及び

名称、当該連携施設が行う連携協力の概要、

職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申

込者の保育の選択に資すると認められる重要
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用申込者の保育の選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の同

意を得なければならない。 

事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第４０条 特定地域型保育事業者は、教育・保

育給付認定保護者から利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これを拒ん

ではならない。 

第４０条 特定地域型保育事業者は、支給認定

保護者から利用の申込みを受けたときは、正

当な理由がなければ、これを拒んではならな

い。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに

係る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章において同じ。）の総数が、当該特定

地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超え

る場合においては、教育・保育給付認定に基

づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認めら

れる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利

用できるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに

係る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している同号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子どもの総数が、当

該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数

を超える場合においては、支給認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる

支給認定子どもが優先的に利用できるよう、

選考するものとする。 

３ 前項に規定する場合においては、特定地域

型保育事業者は、同項に規定する選考の方法

をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明

示した上で、当該選考を行わなければならな

い。 

３ 前項に規定する場合においては、特定地域

型保育事業者は、同項に規定する選考の方法

をあらかじめ支給認定保護者に明示した上

で、当該選考を行わなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提

供体制の確保が困難である場合その他利用申

込者に係る満３歳未満保育認定子どもに対し

自ら適切な教育・保育を提供することが困難

である場合は、第４３条第１項に規定する連

携施設その他の適切な特定教育・保育施設又

は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提

供体制の確保が困難である場合その他利用申

込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な

教育・保育を提供することが困難である場合

は、第４３条に規定する連携施設その他の適

切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育

事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講
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措置を速やかに講じなければならない。 じなければならない。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第４１条 （略） 第４１条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育

認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用

について児童福祉法第２４条第３項（同法第

７３条第１項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により市町村が行う調

整及び要請に対し、できる限り協力しなけれ

ばならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、法第１９条第１

項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに係る特定地域型保育事

業の利用について児童福祉法第２４条第３項

（同法第７３条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により市町村

が行う調整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第４２条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供に当たっては、満３歳未満保育

認定子どもの心身の状況、その置かれている

環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況

等の把握に努めなければならない。 

第４２条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供に当たっては、支給認定子ども

の心身の状況、その置かれている環境、他の

特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に

努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４３条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育

が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる

事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼

稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。 

第４３条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項におい

て同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実

に実施され、及び必要な教育・保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連

携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育

所（以下「連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３

歳未満保育認定子どもに集団保育を体験さ

せるための機会の設定、特定地域型保育の

適切な提供に必要な特定地域型保育事業者

に対する相談、助言その他の保育の内容に

関する支援を行うこと。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている支給

認定子どもに集団保育を体験させるための

機会の設定、特定地域型保育の適切な提供

に必要な特定地域型保育事業者に対する相

談、助言その他の保育の内容に関する支援

を行うこと。 

(2) 必要に応じて、代替保育（特定地域型保

育事業所の職員の病気、休暇等により特定

(2) 必要に応じて、代替保育（特定地域型保

育事業所の職員の病気、休暇等により特定
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地域型保育を提供することができない場合

に、当該特定地域型保育事業者に代わって

提供する特定教育・保育をいう。以下この

条において同じ。）を提供すること。 

地域型保育を提供することができない場合

に、当該特定地域型保育事業者に代わって

提供する特定教育・保育をいう。）を提供す

ること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事業を利

用する満３歳未満保育認定子どもにあっ

ては、第３８条第２項に規定するその他の

小学校就学前子どもに限る。以下この号に

おいて同じ。)を、当該特定地域型保育の提

供の終了に際して、当該満３歳未満保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者の希望に基づき、引き続き当該連携施

設において受け入れて教育・保育を提供す

ること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地

域型保育の提供を受けていた支給認定子ど

も（事業所内保育事業を利用する支給認定

子どもにあっては、第３８条第２項に規定

するその他の小学校就学前子どもに限る。

以下この号において同じ。)を、当該特定地

域型保育の提供の終了に際して、当該支給

認定子どもに係る支給認定保護者の希望に

基づき、引き続き当該連携施設において受

け入れて教育・保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替

保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認める場合であって、次に掲げる

要件の全てを満たすと認めるときは、前項第

２号の規定を適用しないこととすることがで

きる。 

(1) 特定地域型保育事業者と次項に規定する

連携協力を行う者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されている

こと。 

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本来

の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業

者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号

に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型

保育事業を行う場所又は事業所（次号にお
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いて「事業実施場所」という。）以外の場所

又は事業所において代替保育が提供される

場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う

者（次号において「小規模保育事業Ａ型事

業者等」という。） 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供さ

れる場合 事業の規模等を勘案して小規模

保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有す

ると市が認める者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１

項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認めるときは、同号の

規定を適用しないこととすることができる。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業

者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する

施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２

０人以上のものに限る。）であって、市長が適

当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保し

なければならない。 

(1) 法第５９条の２第１項の規定による助成

を受けている者の設置する施設（児童福祉

法第６条の３第１２項に規定する業務を目

的とするものに限る。） 

(2) 児童福祉法第６条の３第１２項に規定す

る業務又は同法第３９条第１項に規定する

業務を目的とする施設であって、同法第６

条の３第９項第１号に規定する保育を必要

とする乳児・幼児の保育を行うことに要す

る費用に係る地方公共団体の補助を受けて

いるもの 

６ （略） ２ （略） 

７ 事業所内保育事業（第３８条第２項の規定

により定める利用定員が２０人以上のものに

限る。次項において「保育所型事業所内」と

３ 事業所内保育事業を行う者であって、第３

８条第２項の規定により定める利用定員が２

０人以上のものについては、第１項の規定に
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いう。）を行う者については、第１項の規定に

かかわらず、連携施設の確保に当たって、同

項第１号及び第２号に係る連携協力を求める

ことを要しない。 

かかわらず、連携施設の確保に当たって、同

項第１号及び第２号に係る連携協力を求める

ことを要しない。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のう

ち、児童福祉法第６条の３第１２項第２号に

規定する事業を行う者であって、市長が適当

と認めるもの（附則第５条において「特例保

育所型事業所内保育事業者」という。）につい

ては、第１項本文の規定にかかわらず、連携

施設の確保をしないことができる。 

９ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供の終了に際しては、満３歳未満保育認

定子どもについて、連携施設又は他の特定教

育・保育施設等において継続的に提供される

教育・保育との円滑な接続に資するよう、満

３歳未満保育認定子どもに係る情報の提供そ

の他連携施設、特定教育・保育施設等、地域

子ども・子育て支援事業を行う者等との密接

な連携に努めなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供の終了に際しては、支給認定子どもに

ついて、連携施設又は他の特定教育・保育施

設等において継続的に提供される教育・保育

との円滑な接続に資するよう、支給認定子ど

もに係る情報の提供その他連携施設、特定教

育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事

業を行う者等との密接な連携に努めなければ

ならない。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育を提供した際は、教育・保育給付認定

保護者から当該特定地域型保育に係る利用者

負担額（法第２９条第３項第２号に掲げる額

をいう。）の支払を受けるものとする。 

第４４条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地

域型保育を含む。以下この条において同じ。）

を提供した際は、支給認定保護者から当該特

定地域型保育に係る利用者負担額（法第２９

条第３項第２号に掲げる額（当該特定地域型

保育事業者が特別利用地域型保育を提供する

場合にあっては法第３０条第２項第２号に規

定する市町村が定める額とし、特定利用地域

型保育を提供する場合にあっては同項第３号

に規定する市町村が定める額とする。）をい

う。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を

受けないときは、教育・保育給付認定保護者

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を

受けないときは、支給認定保護者から、当該
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から、当該特定地域型保育に係る特定地域型

保育費用基準額（法第２９条第３項第１号に

掲げる額をいう。次項において同じ。）の支払

を受けるものとする。 

特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基

準額（法第２９条第３項第１号に掲げる額（そ

の額が現に当該特定地域型保育に要した費用

の額を超えるときは、当該現に特定地域型保

育に要した費用の額）をいい、当該特定地域

型保育事業者が特別利用地域型保育を提供す

る場合にあっては法第３０条第２項第２号に

規定する内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該特別利用

地域型保育に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に特別利用地域型保育に要した費

用の額）を、特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては同項第３号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該特定利用地域型保育に要

した費用の額を超えるときは、当該現に特定

利用地域型保育に要した費用の額）をいう。

次項において同じ。）の支払を受けるものとす

る。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を

受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当

たって、当該特定地域型保育の質の向上を図

る上で特に必要であると認められる対価につ

いて、当該特定地域型保育に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定地域型保育費用

基準額との差額に相当する金額の範囲内で設

定する額の支払を教育・保育給付認定保護者

から受けることができる。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を

受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当

たって、当該特定地域型保育の質の向上を図

る上で特に必要であると認められる対価につ

いて、当該特定地域型保育に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定地域型保育費用

基準額との差額に相当する金額の範囲内で設

定する額の支払を支給認定保護者から受ける

ことができる。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を

受ける額のほか、特定地域型保育において提

供される便宜に要する費用のうち、次に掲げ

る費用の額の支払を教育・保育給付認定保護

者から受けることができる。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を

受ける額のほか、特定地域型保育において提

供される便宜に要する費用のうち、次の各号

に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者か

ら受けることができる。 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、特定地域型

保育において提供される便宜に要する費用

 (4) 前３号に掲げるもののほか、特定地域型

保育において提供される便宜に要する費用
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のうち、特定地域型保育事業の利用におい

て通常必要とされるものに係る費用であっ

て、教育・保育給付認定保護者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

のうち、特定地域型保育事業の利用におい

て通常必要とされるものに係る費用であっ

て、支給認定保護者に負担させることが適

当と認められるもの 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の

額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った教育・保育給

付認定保護者に対し交付しなければならな

い。 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の

額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った支給認定保護

者に対し交付しなければならない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４

項の規定による金銭の支払を求める際は、あ

らかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・

保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするととも

に、教育・保育給付認定保護者に対して説明

を行い、文書による同意を得なければならな

い。ただし、同項の規定による金銭の支払に

係る同意については、文書によることを要し

ない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４

項の規定による金銭の支払を求める際は、あ

らかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給

認定保護者に金銭の支払を求める理由につい

て書面によって明らかにするとともに、支給

認定保護者に対して説明を行い、文書による

同意を得なければならない。ただし、同項の

規定による金銭の支払に係る同意について

は、文書によることを要しない。 

（運営規程） （運営規程） 

第４７条 特定地域型保育事業者は、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

第４７条 特定地域型保育事業者は、次の各号

に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 第４４条の規定により教育・保育給付認

定保護者から支払を受ける費用の種類、支

払を求める理由及びその額 

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担

その他の費用の種類、支払を求める理由及

びその額 

(6)～(11) （略） (6)～(11) （略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第４８条 特定地域型保育事業者は、満３歳未

満保育認定子どもに対し、適切な特定地域型

保育を提供することができるよう、特定地域

型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定め

ておかなければならない。 

第４８条 特定地域型保育事業者は、支給認定

子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供

することができるよう、特定地域型保育事業

所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。 
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２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の

職員によって特定地域型保育を提供しなけれ

ばならない。ただし、満３歳未満保育認定子

どもに対する特定地域型保育の提供に直接影

響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の

職員によって特定地域型保育を提供しなけれ

ばならない。ただし、支給認定子どもに対す

る特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。 

３ （略） ３ （略） 

（記録の整備） （記録の整備） 

第５０条 （略） 第５０条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育

認定子どもに対する特定地域型保育の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、支給認定子ども

に対する特定地域型保育の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第１３条の規定に

よる特定地域型保育の提供の記録 

(2) 次条において準用する第１３条に規定す

る提供した特定地域型保育に係る必要な事

項の記録 

(3) 次条において準用する第２０条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第２０条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第３１条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第３１条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第３３条第３項の

規定による事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

(5) 次条において準用する第３３条第３項に

規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

（準用） （準用） 

第５１条 第９条から第１５条まで（第１１条

及び第１４条を除く。）、第１８条から第２０

条まで及び第２４条から第３４条までの規定

は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育

事業所及び特定地域型保育について準用す

る。この場合において、第１２条中「教育・

保育給付認定子どもについて」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認

第５１条 第９条から第１５条まで（第１１条

及び第１４条を除く。）、第１８条から第２０

条まで及び第２４条から第３４条までの規定

は、特定地域型保育事業について準用する。

この場合において、第１５条第１項中「特定

教育・保育に係る施設型給付費（法第２７条

第１項に規定する施設型給付費をいい、法第

２８条第１項に規定する特例施設型給付費を
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定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。以下この節において同じ。）につ

いて」と、第１５条第１項中「施設型給付費

（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。

以下同じ。）」とあるのは「地域型保育給付費

（法第２９条第１項の地域型保育給付費をい

う。以下この項及び第５１条において準用す

る第２０条において同じ。）」と、「施設型給付

費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、

同条第２項中「特定教育・保育提供証明書」

とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、

第２０条中「施設型給付費」とあるのは「地

域型保育給付費」と、第２４条中「運営規程」

とあるのは「第４７条に規定する事業の運営

についての重要事項に関する規程」と読み替

えるものとする。 

含む。以下この項及び第２０条において同

じ。）」とあるのは「特定地域型保育（特別利

用地域型保育及び特定利用地域型保育を含

む。第５１条において準用する次項及び第２

０条において同じ。）に係る地域型保育給付費

（法第２９条第１項に規定する地域型保育給

付費をいい、法第３０条第１項に規定する特

例地域型保育給付費を含む。以下この項及び

第５１条において準用する第２０条において

同じ。）」と、「施設型給付費の」とあるのは「地

域型保育給付費の」と、同条第２項及び第２

０条中「特定教育・保育」とあるのは「特定

地域型保育」と、同条中「施設型給付費」と

あるのは「地域型保育給付費」と、第２４条

中「運営規程」とあるのは「第４７条に規定

する事業の運営についての重要事項に関する

規程」と読み替えるものとする。 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに対し特

別利用地域型保育を提供する場合には、法第

４６条第１項に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子どもに対し特別利用地域

型保育を提供する場合には、法第４６条第１

項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、

当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満３歳未

満保育認定子ども（次条第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあって

は、当該特定利用地域型保育の対象となる法

第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

を含む。）の総数が、第３８条第２項の規定に

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、

当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども及び特定地域型保育事

業所を現に利用している同項第３号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

も（次条第１項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当該特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもを含む。）の総数が、第３８
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より定められた利用定員の総数を超えないも

のとする。 

条第２項の規定により定められた利用定員の

総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保育、

地域型保育給付費には特例地域型保育給付費

（法第３０条第１項の特例地域型保育給付費

をいう。次条第３項において同じ。）を、それ

ぞれ含むものとして、前節（第４１条第２項

を除き、前条において準用する第９条から第

１５条まで（第１１条及び第１４条を除く。）、

第１８条から第２０条まで及び第２４条から

第３４条までを含む。次条第３項において同

じ。）の規定を適用する。この場合において、

第４０条第２項中「利用の申込みに係る法第

１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この

章において同じ。）」とあるのは「同号又は同

項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども（第５３条第

１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保

育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子ども」とあるのは「同項第

３号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる満３歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは

「抽選、申込みを受けた順序により決定する

方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保育

を含むものとして、本章（第４０条第２項及

び第４１条第２項を除く。）の規定を適用す

る。 
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する理念、基本方針等に基づく選考その他公

正な方法により」と、第４４条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の

対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第

３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第３

項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条

第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（第１４条第４項第３号ア又はイ

に掲げるものを除く。）に要する費用」と、同

条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」

とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 特定地域型保育事業者が法第１９条

第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに対し特

定利用地域型保育を提供する場合には、法第

４６条第１項に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。 

第５３条 特定地域型保育事業者が法第１９条

第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子どもに対し特定利用地域

型保育を提供する場合には、法第４６条第１

項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、

当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している同項第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定

により特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特別利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、

当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども及び特定地域型保育事

業所を現に利用している同項第３号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

も（前条第１項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当該特別利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す
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就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもを含む。）の総数が、第３８条第２項の

規定により定められた利用定員の総数を超え

ないものとする。 

る支給認定子どもを含む。）の総数が、第３８

条第２項の規定により定められた利用定員の

総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特定利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費を、それぞれ含むものとして、前節の規

定を適用する。この場合において、第４４条

第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあ

るのは「教育・保育給付認定保護者（特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育

給付認定保護者に限る。）」と、「法第２９条第

３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第３

０条第２項第３号の市町村が定める額」と、

同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３

号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特

定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以

上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以

上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に

規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）

に係る第１４条第４項第３号ア又はイに掲げ

るものを除く。）に要する費用」とする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特定利用地域型保育

を含むものとして、本章の規定を適用する。 

附 則 附 則 

（特定保育所に関する特例） （特定保育所に関する特例） 

第２条 特定保育所（法附則第６条第１項に規

定する特定保育所をいう。次項において同

じ。）が特定教育・保育を提供する場合にあっ

ては、当分の間、第１４条第１項中「教育・

第２条 特定保育所（法附則第６条第１項に規

定する特定保育所をいう。次項において同

じ。）が特定教育・保育を提供する場合にあっ

ては、当分の間、第１４条第１項中「（法第２
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保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護

者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所

（法附則第６条第１項に規定する特定保育所

をいう。次項において同じ。）から特定教育・

保育（保育に限る。第２０条において同じ。）

を受ける者を除く。以下この項において同

じ。）」と、同条第２項中「当該特定教育・保

育」とあるのは「当該特定教育・保育（特定

保育所における特定教育・保育（保育に限る。）

を除く。）」と、同条第３項中「額の支払を」

とあるのは「額の支払を、市町村の同意を得

て、」と、第２０条中「施設型給付費の支給を

受け、又は受けようとしたとき」とあるのは

「法附則第６条第１項の規定による委託費の

支払の対象となる特定教育・保育の提供を受

け、又は受けようとしたとき」と、「当該施設

型給付費の支給」とあるのは「当該委託費の

支払」とし、第７条及び第８条の規定は適用

しない。 

７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保

育施設が」とあるのは「（当該特定教育・保育

施設が」と、「額とし」とあるのは「額をいい」

と、「定める額とする。）をいう。）」とあるの

は「定める額をいう。）」と、同条第２項中「（法

第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「（法附則第６条第３項の規定により読み替

えられた法第２８条第２項第１号に規定する

内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第３項中「額の支払を」と

あるのは「額の支払を、市町村の同意を得て、」

と、第２０条中「施設型給付費の支給を受け、

又は受けようとしたとき」とあるのは「法附

則第６条第１項の規定による委託費の支払の

対象となる特定教育・保育の提供を受け、又

は受けようとしたとき」と、「当該施設型給付

費の支給」とあるのは「当該委託費の支払」

とし、第７条及び第８条の規定は適用しない。

２ （略） ２ （略） 

第３条 削除 

（施設型給付費等に関する経過措置） 

第３条 特定教育・保育施設が法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに対して特定教育・保育

又は特別利用保育を提供する場合において

は、当分の間、第１４条第１項中「法第２７

条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法

附則第９条第１項第１号イに規定する市町村

が定める額」と、「法第２８条第２項第２号に

規定する市町村が定める額」とあるのは「同

項第２号ロ(1)に規定する市町村が定める額」

と、「同項第３号」とあるのは「法第２８条第

２項第３号」と、同条第２項中「法第２７条

第３項第１号に掲げる額（その額が現に当該

特定教育・保育に要した費用の額を超えると
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きは、当該現に特定教育・保育に要した費用

の額）」とあるのは「法附則第９条第１項第１

号イに規定する内閣総理大臣が定める基準に

より算定した額（その額が現に当該特定教育・

保育に要した費用の額を超えるときは、当該

現に特定教育・保育に要した費用の額）及び

同号ロに規定する市町村が定める額の合計

額」と、「法第２８条第２項第２号に規定する

内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該特別利用保育に要

した費用の額を超えるときは、当該現に特別

利用保育に要した費用の額）」とあるのは「同

項第２号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定

める基準により算定した額（その額が現に当

該特別利用保育に要した費用の額を超えると

きは、当該現に特別利用保育に要した費用の

額）及び同号ロ(2)に規定する市町村が定める

額の合計額」と、「同項第３号」とあるのは「法

第２８条第２項第３号」とする。 

２ 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもに対して特別利用地域型保

育を提供する場合においては、当分の間、第

４４条第１項中「法第３０条第２項第２号に

規定する市町村が定める額」とあるのは「法

附則第９条第１項第３号イ(1)に規定する市

町村が定める額」と、「同項第３号」とあるの

は「法第３０条第２項第３号」と、同条第２

項中「法第３０条第２項第２号に規定する内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該特別利用地域型保育

に要した費用の額を超えるときは、当該現に

特別利用地域型保育に要した費用の額）」とあ

るのは「法附則第９条第１項第３号イ(1)に規

定する内閣総理大臣が定める基準により算定

した額（その額が現に当該特別利用地域型保
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育に要した費用の額を超えるときは、当該現

に特別利用地域型保育に要した費用の額）及

び同号イ(2)に規定する市町村が定める額の

合計額」と、「同項第３号」とあるのは「法第

３０条第２項第３号」とする。 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の

確保が著しく困難であって、法第５９条第４

号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市が認める

場合は、第４３条第１項本文の規定にかかわ

らず、この条例の施行の日から起算して１０

年を経過する日までの間、連携施設を確保し

ないことができる。 

第５条 特定地域型保育事業者は、連携施設の

確保が著しく困難であって、法第５９条第４

号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市が認める

場合は、第４３条第１項本文の規定にかかわ

らず、この条例の施行の日から起算して５年

を経過する日までの間、連携施設を確保しな

いことができる。 

   附 則  

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議第４７号 

   美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年美濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（家庭的保育事業者等の一般原則） （家庭的保育事業者等の一般原則） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業

を行う場所を除く。次項、第７条第１項第２

号、第１５条第２項及び第３項、第１６条第

１項並びに第１７条第１項において同じ。）に

は、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成

するために必要な設備を設けなければならな

い。 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業

を行う場所を除く。次項、第７条第２号、第

１５条第２項及び第３項、第１６条第１項並

びに第１７条第１項において同じ。）には、法

に定めるそれぞれの事業の目的を達成するた

めに必要な設備を設けなければならない。 

６ （略） ６ （略） 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による前項第

３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、

著しく困難であると認めるときは、同号の規
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定を適用しないこととすることができる。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等

は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、

次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のも

のに限る。）であって、市長が適当と認めるも

のを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者として適切に確保しなければなら

ない。 

(1) 子ども・子育て支援法第５９条の２第１

項の規定による助成を受けている者の設置

する施設（法第６条の３第１２項に規定す

る業務を目的とするものに限る。） 

(2) 法第６条の３第１２項及び第３９条第１

項に規定する業務を目的とする施設であっ

て、法第６条の３第９項第１号に規定する

保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う

ことに要する費用に係る地方公共団体の補

助を受けているもの 

（連携施設に関する特例） （連携施設に関する特例） 

第４６条 保育所型事業所内保育事業を行う者

にあっては、連携施設の確保に当たって、第

７条第１項第１号及び第２号に係る連携協力

を求めることを要しない。 

第４６条 保育所型事業所内保育事業を行う者

にあっては、連携施設の確保に当たって、第

７条第１号及び第２号に係る連携協力を求め

ることを要しない。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のう

ち、法第６条の３第１２項第２号に規定する

事業を行う者であって、市長が適当と認める

もの（附則第３条において「特例保育所型事

業所内保育事業者」という。）については、第

７条第１項本文の規定にかかわらず、連携施

設の確保をしないことができる。 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確

保が著しく困難であって、子ども・子育て支

第３条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確

保が著しく困難であって、子ども・子育て支

援法第５９条第４号に規定する事業による支
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援法第５９条第４号に規定する事業による支

援その他の必要な適切な支援を行うことがで

きると市が認める場合は、第７条第１項本文

の規定にかかわらず、施行日から起算して１

０年を経過する日までの間、連携施設の確保

をしないことができる。 

援その他の必要な適切な支援を行うことがで

きると市が認める場合は、第７条の規定にか

かわらず、施行日から起算して５年を経過す

る日までの間、連携施設の確保をしないこと

ができる。 

   附 則  

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４８号 

   子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

整備に関する条例について 

 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例を下記のとおり制定する。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例 

 （美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例（平成２７年美濃加茂市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（入園の対象） （入園の対象） 

第７条 保育園に入園できる者は、支援法第２

０条第４項に規定する教育・保育給付認定子

ども（以下「教育・保育給付認定子ども」とい

う。）とする。 

第７条 保育園に入園できる者は、支援法第２

０条第４項に規定する支給認定子ども（以下

「支給認定子ども」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、保育園の入園者

が定員に達しない場合においては、市長は、

その範囲内において教育・保育給付認定子ど

もに該当しない小学校就学前子どもを保育園

に入園させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、保育園の入園者

が定員に達しない場合においては、市長は、

その範囲内において支給認定子どもに該当し

ない小学校就学前子どもを保育園に入園させ

ることができる。 

（入園の申込み） （入園の申込み） 

第８条 教育・保育給付認定子どもを保育園に

入園させようとする者は、あらかじめ市長に

申込み、承諾を得なければならない。 

第８条 支給認定子どもを保育園に入園させよ

うとする者は、あらかじめ市長に申込み、承

諾を得なければならない。 

（保育時間） （保育時間） 
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第１２条 保育園での保育時間は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものと

する。 

第１２条 保育園での保育時間は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものと

する。 

(1) 教育・保育給付認定子どもで、保育標準

時間認定（支援法第２０条第３項の規定に

よる保育必要量の認定のうち、子ども・子

育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令

第４４号。以下「規則」という。）第４条第

１項の規定により、保育の利用について１

月当たり平均２７５時間まで（１日当たり

１１時間までに限る。）の区分により行われ

るものをいう。）を受けた者 午前７時３０

分から午後６時３０分まで 

(1) 支給認定子どもで、保育標準時間認定

（支援法第２０条第３項の規定による保育

必要量の認定のうち、子ども・子育て支援

法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。

以下「規則」という。）第４条第１項の規定

により、保育の利用について１月当たり平

均２７５時間まで（１日当たり１１時間ま

でに限る。）の区分により行われるものをい

う。）を受けた者 午前７時３０分から午後

６時３０分まで 

(2) 教育・保育給付認定子どもで、保育短時

間認定（支援法第２０条第３項の規定によ

る保育必要量の認定のうち、規則第４条第

１項の規定により、保育の利用について１

月当たり平均２００時間まで（１日当たり

８時間までに限る。）の区分により行われる

ものをいう。）を受けた者 午前８時３０分

から午後４時３０分まで 

(2) 支給認定子どもで、保育短時間認定（支

援法第２０条第３項の規定による保育必要

量の認定のうち、規則第４条第１項の規定

により、保育の利用について１月当たり平

均２００時間まで（１日当たり８時間まで

に限る。）の区分により行われるものをい

う。）を受けた者 午前８時３０分から午後

４時３０分まで 

(3) （略） (3) （略） 

（保育料） （保育料） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 保育料の額は、次のとおりとする。 ２ 保育料の額は、次のとおりとする。 

対象 園児の年

齢 

認定区

分 

保育料（月額） 

第７条第

１項に該

当する者 

（略） 

３歳以上 標準時

間 

０円 

短時間０円 

対象 園児の年

齢 

認定区

分 

保育料（月額） 

第７条第

１項に該

当する者 

（略） 

３歳以上 標準時

間 

３５，８００円の

範囲内において、

別に規則で定める

額 

短時間３４，８００円の

範囲内において、
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（略） 

別に規則で定める

額 

（略） 

３ （略） ３ （略） 

 （保険料等の減免）  （保険料等の減免） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

（保育所等給食費） 

第１６条 市長は、第１２条第１号及び第２号

に掲げる教育・保育給付認定子どものうち、

各年度の初日において満３歳以上の者に関す

る副食の提供に要する費用として、利用者か

ら保育所等給食費を徴収する。 

２ 前項の保育所等給食費は、月額４，５００

円の範囲内において、別に規則で定める額と

する。 

３ 利用者は、第１項の保育所等給食費を市長

が定める日までに納付しなければならない。 

（保育所等給食費の減免） 

第１７条 市長は、災害その他特別の理由によ

り、所得に著しい変動が生じ、保育所等給食

費を納付することが困難と認められる利用者

については、その保育所等給食費を減額し、

又は免除することができる。 

（督促、延滞金及び遅延損害金の徴収） （督促及び延滞金の徴収） 

第１８条 （略） 第１６条 （略） 

２ 第１６条第１項の保育所等給食費を同条第

３項に規定する納期限までに納付しない者が

あるときは、市長は、期限を指定してこれを

督促しなければならない。 

３ 第１項の規定により督促状を発したとき

は、督促手数料として１通につき１００円を

徴収する。 

２ 前項の規定により督促状を発したときは、

督促手数料として１通につき１００円を徴収

する。 

４ 利用者は、納期限までにその納付すべき金

額を納付しないときは、納付すべき金額に、

３ 利用者は、納期限までにその納付すべき金

額を納付しないときは、納付すべき金額に、
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その納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、年１４．６パーセント（納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する保育料等について

は延滞金を、保育所等給食費については遅延

損害金を、それぞれ加算して納付しなければ

ならない。 

その納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、年１４．６パーセント（納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない。 

５ 前項に規定する年当たりの割合は、うるう

年を含む期間についても、３６５日当たりの

割合とする。 

４ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年を

含む期間についても、３６５日当たりの割合

とする。 

６ 延滞金及び遅延損害金の額を計算する場合

においては、その計算の基礎となる納付すべ

き金額に１，０００円未満の端数があるとき

又はその金額が２，０００円未満であるとき

は、その端数又はその全額を切り捨てる。 

５ 延滞金の額を計算する場合においては、そ

の計算の基礎となる納付すべき金額に１，０

００円未満の端数があるとき又はその金額が

２，０００円未満であるときは、その端数又

はその全額を切り捨てる。 

７ 前項の延滞金及び遅延損害金の確定金額に

１００円未満の端数があるとき又はその全額

が１，０００円未満であるときは、その端数

又はその全額を切り捨てる。 

６ 前項の延滞金の確定金額に１００円未満の

端数があるとき又はその全額が１，０００円

未満であるときは、その端数又はその全額を

切り捨てる。 

８ 市長は、利用者が納期限までに保育料等又

は保育所等給食費を納付しなかったことにつ

いてやむを得ない事由があると認められる場

合においては、第３項の督促手数料並びに第

４項の延滞金及び遅延損害金を減額し、又は

免除することができる。 

７ 市長は、利用者が納期限までに保育料等を

納付しなかったことについてやむを得ない事

由があると認められる場合においては、第２

項の督促手数料及び第３項の延滞金を減額

し、又は免除することができる。 

（遵守事項） （遵守事項） 

第１９条 （略） 第１７条 （略） 

（委任） （委任） 

第２０条 （略） 第１８条 （略） 

附 則 附 則 

（延滞金及び遅延損害金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

３ 当分の間、第１８条第４項に規定する延滞

金及び遅延損害金の年１４．６パーセントの

３ 当分の間、第１６条第３項に規定する延滞

金の年１４．６パーセントの割合及び年７．
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割合及び年７．３パーセントの割合は、この

規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当

該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により告

示された割合に年１パーセントの割合を加算

した割合をいう。以下この項において同じ。）

が年７．３パーセントの割合に満たない場合

には、その年（以下この項において「特例基

準割合適用年」という。）中においては、年１

４．６パーセントの割合にあっては当該特例

基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合）とする。 

３パーセントの割合は、この規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

９３条第２項の規定により告示された割合に

年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この項において同じ。）が年７．３パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年

（以下この項において「特例基準割合適用年」

という。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年

における特例基準割合に年７．３パーセント

の割合を加算した割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に年

１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．３パーセントの割合を超

える場合には、年７．３パーセントの割合）

とする。 

（美濃加茂市認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市認定こども園の設置及び管理に関する条例（平成２８年美濃加

茂市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子

育て支援法（平成２４年法律第６５号）第

１９条第１項各号に該当する小学校就学前

子どもをいう。 

(4) 支給認定子ども 子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第１９条第１

項各号に該当する小学校就学前子どもをい

う。 

(5) １号認定子ども 子ども・子育て支援法

第１９条第１項第１号に該当する教育・保

育給付認定子どもをいう。 

(5) １号認定子ども 子ども・子育て支援法

第１９条第１項第１号に該当する支給認定

子どもをいう。 

(6) （略） (6) （略） 

（入園の対象） （入園の対象） 
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第８条 認定こども園に入園できる者は、教育・

保育給付認定子どもとする。 

第８条 認定こども園に入園できる者は、支給

認定子どもとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、認定こども園の

入園者が定員に達しない場合においては、市

長は、その範囲内において教育・保育給付認

定子どもに該当しない小学校就学前子どもを

認定こども園に入園させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、認定こども園の

入園者が定員に達しない場合においては、市

長は、その範囲内において支給認定子どもに

該当しない小学校就学前子どもを認定こども

園に入園させることができる。 

（保育時間） （保育時間） 

第１３条 認定こども園での保育時間は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

ものとする。 

第１３条 認定こども園での保育時間は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

ものとする。 

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成２６年内

閣府令第４４号。以下この条において「内

閣府令」という。）第４条第１項の規定によ

り、保育の利用について１月当たり平均２

７５時間までの保育必要量の認定の区分を

受けた者 午前７時３０分から午後６時３

０分まで 

(1) 支給認定子どものうち、子ども・子育て

支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４

４号。以下この条において「内閣府令」とい

う。）第４条第１項の規定により、保育の利

用について１月当たり平均２７５時間まで

の保育必要量の認定の区分を受けた者 午

前７時３０分から午後６時３０分まで 

(2) 教育・保育給付認定子どものうち、内閣

府令第４条第１項の規定により、保育の利

用について１月当たり平均２００時間まで

の保育必要量の認定の区分を受けた者 午

前８時３０分から午後４時３０分まで 

(2) 支給認定子どものうち、内閣府令第４条

第１項の規定により、保育の利用について

１月当たり平均２００時間までの保育必要

量の認定の区分を受けた者 午前８時３０

分から午後４時３０分まで 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

（保育料） （保育料） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ 認定こども園の保育料の額は、次のとおり

とする。 

２ 認定こども園の保育料の額は、次のとおり

とする。 
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対象 園児の年齢 保育料（月額） 

前条第１号

に該当する

園児 

（略） 

３歳以上 ０円 

前条第２号

に該当する

園児 

（略） 

３歳以上 ０円 

前条第３号

に該当する

園児 

３歳以上 ０円 

（略） 

対象 園児の年齢 保育料（月額） 

前条第１号

に該当する

園児 

（略） 

３歳以上 ３５，８００円の範囲

内において、別に規則

で定める額 

前条第２号

に該当する

園児 

（略） 

３歳以上 ３４，８００円の範囲

内において、別に規則

で定める額 

前条第３号

に該当する

園児 

３歳以上 １９，０００円の範囲

内において、別に規則

で定める額 

（略） 

３ （略） ３ （略） 

 （保育料等の減免）  （保育料等の減免） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

（保育所等給食費） 

第１７条 市長は、副食の提供に要する費用と

して、利用者から保育所等給食費を徴収する。

２ 前項の保育所等給食費の額は、次のとおり

とする。 

対象 園児の年齢 保育所等給食費 

第１３条第

１号に該当

する園児 

各年度の当初

において満３

歳以上 

４，５００円の範

囲内において、別

に規則で定める額

第１３条第

２号に該当

する園児 

各年度の当初

において満３

歳以上 

４，５００円の範

囲内において、別

に規則で定める額

第１３条第

３号に該当

する園児 

３歳以上 ４，０００円の範

囲内において、別

に規則で定める額

３ 利用者は、第１項の保育所等給食費を市長

が定める日までに納付しなければならない。
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 （保育所等給食費の減免） 

第１８条 市長は、災害その他特別の理由によ

り、所得に著しい変動が生じ、保育所等給食

費を納付することが困難と認められる利用

者については、その保育所等給食費を減額

し、又は免除することができる。 

（督促、延滞金及び遅延損害金の徴収） （督促及び延滞金の徴収） 

第１９条 （略） 第１７条 （略） 

２ 保育所等給食費を第１７条第３項に規定す

る納期限までに納付しない者があるときは、

市長は期限を指定してこれを督促しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定により督促状を発したとき

は、督促手数料として１通につき１００円を

徴収する。 

２ 前項の規定により督促状を発したときは、

督促手数料として１通につき１００円を徴収

する。 

４ 利用者は、納期限までにその納付すべき金

額を納付しないときは、納付すべき金額に、

その納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、年１４．６パーセント（納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する保育料等について

は延滞金を、保育所等給食費については遅延

損害金を、それぞれ加算して納付しなければ

ならない。 

３ 利用者は、納期限までにその納付すべき金

額を納付しないときは、納付すべき金額に、

その納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、年１４．６パーセント（納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない。 

５ （略） ４ （略） 

６ 延滞金及び遅延損害金の額を計算する場合

においては、その計算の基礎となる納付すべ

き金額に１，０００円未満の端数があるとき

又はその金額が２，０００円未満であるとき

は、その端数又はその全額を切り捨てる。 

５ 延滞金の額を計算する場合においては、そ

の計算の基礎となる納付すべき金額に１，０

００円未満の端数があるとき又はその金額が

２，０００円未満であるときは、その端数又

はその全額を切り捨てる。 

７ 前項の延滞金及び遅延損害金の確定金額に

１００円未満の端数があるとき又はその全額

が１，０００円未満であるときは、その端数

６ 前項の延滞金の確定金額に１００円未満の

端数があるとき又はその全額が１，０００円

未満であるときは、その端数又はその全額を
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又はその全額を切り捨てる。 切り捨てる。 

８ 市長は、利用者が納期限までに保育料等及

び保育所等給食費を納付しなかったことにつ

いてやむを得ない事由があると認められる場

合においては、第３項の督促手数料並びに第

４項に規定する延滞金及び遅延損害金を減額

し、又は免除することができる。 

７ 市長は、利用者が納期限までに保育料等を

納付しなかったことについてやむを得ない事

由があると認められる場合においては、第２

項の督促手数料及び第３項に規定する延滞金

を減額し、又は免除することができる。 

（遵守事項） （遵守事項） 

第２０条 （略） 第１８条 （略） 

（委任） （委任） 

第２１条 （略） 第１９条 （略） 

附 則 附 則 

（延滞金及び遅延損害金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

４ 当分の間、第１９条第４項に規定する延滞

金及び遅延損害金の年１４．６パーセントの

割合及び年７．３パーセントの割合は、この

規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当

該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により告

示された割合に年１パーセントの割合を加算

した割合をいう。以下この項において同じ。）

が年７．３パーセントの割合に満たない場合

には、その年（以下この項において「特例基

準割合適用年」という。）中においては、年１

４．６パーセントの割合にあっては当該特例

基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合）とする。 

４ 当分の間、第１７条第３項に規定する延滞

金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、この規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

９３条第２項の規定により告示された割合に

年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この項において同じ。）が年７．３パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年

（以下この項において「特例基準割合適用年」

という。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年

における特例基準割合に年７．３パーセント

の割合を加算した割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に年

１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．３パーセントの割合を超

える場合には、年７．３パーセントの割合）

とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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 （保育所の保育料に係る経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例第

１３条の規定は、この条例の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の保

育料については、なお従前の例による。 

 （保育所の保育所等給食費に係る準備行為） 

３ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例第

１６条に規定する保育所等給食費の算定その他必要な準備行為は、この条例の施

行前においても、行うことができる。 

 （認定こども園の保育料に係る経過措置） 

４ 第２条の規定による改正後の美濃加茂市認定こども園の設置及び管理に関する

条例第１４条の規定は、この条例の施行の日以後の保育料について適用し、同日

前の保育料については、なお従前の例による。 

（認定こども園の保育所等給食費に係る準備行為） 

５ 第２条の規定による改正後の美濃加茂市認定こども園の設置及び管理に関する

条例第１７条に規定する保育所等給食費の算定その他必要な準備行為は、この条

例の施行前においても、行うことができる。
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議第４９号 

令和元年度美濃加茂市一般会計補正予算（第４号） 

令和元年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６９７，８４６千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，１２４，９５９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

令和元年８月２９日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第５０号 

令和元年度美濃加茂市国民健康保険会計補正予算（第１号） 

元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度美

濃加茂市国民健康保険会計予算」の名称を「令和元年度美濃加茂市国民健康保険会

計予算」とし、元号による年表示についても「平成」を「令和」に読み替えるもの

とする。 

令和元年度美濃加茂市の国民健康保険会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４１，３７３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１６６，５０８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和元年８月２９日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第５１号 

令和元年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第１号） 

元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度美

濃加茂市介護保険会計予算」の名称を「令和元年度美濃加茂市介護保険会計予算」

とし、元号による年表示についても「平成」を「令和」に読み替えるものとする。 

令和元年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７４，６５３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，０５８，６３７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和元年８月２９日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第５２号 

令和元年度美濃加茂市下水道事業会計補正予算（第１号） 

元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度美

濃加茂市下水道事業会計予算」の名称を「令和元年度美濃加茂市下水道事業会計予

算」とし、元号による年表示についても「平成」を「令和」に読み替えるものとす

る。

（総則） 

第１条 令和元年度美濃加茂市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第２条 令和元年度美濃加茂市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条

中「不足する額６７３，３５１千円」を「不足する額６７３，６５１千円」に、

「当年度分損益勘定留保資金４６８，８０４千円」を「当年度分損益勘定留保資

金４６９，１０４千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

する。 

収     入 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 資本的収入  1,263,860 千円   24,100 千円  1,287,960 千円 

  第１項 企業債    941,480 千円    24,100 千円   965,580 千円 

支     出 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 資本的支出  1,937,211 千円   24,400 千円  1,961,611 千円 

  第１項 建設改良費  361,937 千円    24,400 千円   386,337 千円 

 （企業債の補正） 

第３条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

（ 起債の目的 ）  （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

建設改良        139,480 千円   24,100 千円   163,580 千円 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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収　入 （単位：千円）

1 資本的収入 1,263,860 24,100 1,287,960

1 企 業 債 941,480 24,100 965,580

1 企 業 債 941,480 24,100 965,580

支　出 （単位：千円）

1 資本的支出 1,937,211 24,400 1,961,611

1 建 設改良費 361,937 24,400 386,337

17
木 曽 川 右 岸 流 域
下 水 道 建 設 費

31,200 24,400 55,600

計

令和元年度美濃加茂市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

資本的収入及び支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

款 項 目 既決予定額 補正予定額
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 19,584

　　　減価償却費 1,117,860

　　　貸倒引当金の増減額（減少は△） △ 50

　　　賞与引当金の増減額（減少は△） △ 1,680

　　　退職給付引当金の増減額（減少は△） 3,970

　　　長期前受金戻入益 △ 610,450

　　　受取利息及び配当金 △ 5

　　　支払利息 323,850

　　　資産減耗費 2,000

　　　未収金の増減額（増加は△） △ 14,376

　　　たな卸資産の増減額（増加は△） △ 502

　　　未払金の増減額（減少は△） 18,650

　　　その他流動負債の増減額（減少は△） 6,731

　　　　　小計 865,582

　　　利息及び配当金の受取額 5

　　　利息の支払額 △ 323,850

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 541,737

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　固定資産の取得による支出 △ 337,049

　　　国庫補助金等による収入 77,523

　　　一般会計等からの繰入金による収入 173,978

　　　工事負担金の受入による収入 17,667

　　　受益者負担金の受入による収入 31,923

　　　受益者分担金の受入による収入 970

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 34,988

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 965,580

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,575,274

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 609,694

Ⅳ　資金増加額（又は減少額） △ 102,945

Ⅴ　資金期首残高 699,080

Ⅵ　資金期末残高 596,135

令和元年度美濃加茂市下水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）
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（単位：千円） 

1

（１）

イ 2,387,364

ロ 1,675,049

△ 320,253 1,354,796

ハ 36,790,620

△ 7,306,222 29,484,398

ニ 1,876,189

△ 921,895 954,294

ホ 240

△ 228 12

ヘ 4,109

△ 3,048 1,061

ト 47,578

34,229,503

（２）

イ 1,805,437

1,805,437

（３）

イ 1,580

1,580

36,036,520

2

（１） 596,135

（２） 80,732

△ 3,363 77,369

（３） 2,139

（４） 14

675,657

36,712,177資 産 合 計

流 動 資 産 合 計

その他流動資産

貯 蔵 品

貸 倒 引 当 金

未 収 金

現 金 預 金

流 動 資 産

投 資 合 計

固 定 資 産 合 計

出 資 金

投 資

無形固定資産合計

施 設 利 用 権

無形固定資産

有形固定資産合計

建 設 仮 勘 定

減価償却累計額

工具器具及び備品

減価償却累計額

車両及び運搬具

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

構 築 物

減価償却累計額

建 物

土 地

有形固定資産

固 定 資 産

資　　産　　の　　部

（令和２年３月３１日）

令和元年度美濃加茂市下水道事業予定貸借対照表
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3

（１）

イ 16,591,498

16,591,498

（２）

イ 54,082

54,082

16,645,580

4

（１）

イ 1,547,024

1,547,024

（２） 210,156

（３）

イ 1,084

1,084

（４） 11,731

1,769,995

5

（１） 20,928,486

（２） △ 4,892,800

16,035,686

34,451,261

6 1,152,646

7

（１）

イ 727,698

ロ 39,043

ハ 242,512

ニ 13,086

ホ 214

1,022,553

（２）

イ 85,717

85,717

1,108,270

2,260,916

36,712,177負 債 資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

利益剰余金合計

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

受 益 者 分 担 金

受 益 者 負 担 金

受贈財産評価額

国 庫 補 助 金

資 本 剰 余 金

剰 余 金

資 本 金

資　　本　　の　　部

負 債 合 計

繰 延 収 益 合 計

収 益 化 累 計 額

長 期 前 受 金

繰 延 収 益

流 動 負 債 合 計

その他流動負債

引 当 金 合 計

賞 与 引 当 金

引 当 金

未 払 金

企 業 債 合 計

建設改良費等の財源に充て
るための企業債

企 業 債

流 動 負 債

固 定 負 債 合 計

引 当 金 合 計

退職給付引当金

引 当 金

企 業 債 合 計

企 業 債
建設改良費等の財源に充て
るための企業債

固 定 負 債

負　　債　　の　　部
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注記 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１ 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

    ・減価償却の方法 

     定額法 

    ・主な耐用年数 

     建物        １５年～５０年 

     構築物        ３０年～５０年 

     機械及び装置    １０年～２０年 

     車両及び運搬具     ４年～  ６年 

     工具器具及び備品   ３年～２０年 

 （２）無形固定資産 

    ・減価償却の方法 

     定額法 

    ・主な耐用年数 

     施設利用権  ５０年 

 ２ 重要なリース取引の処理方法 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会 

   計処理によっている。 

３ 引当金の計上方法 

 （１）貸倒引当金 

    債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。 

 （２）退職給付引当金 

    当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合に

おける積立金相当額を控除した金額を計上している。 

 （３）賞与引当金 

    職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度

末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。 

４ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

    消費税等の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 
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Ⅱ．予定貸借対照表等に関する注記 

 １ 企業債の償還に係る他会計の負担 

 （１）平成３０年度予定 （平成３１年３月３１日） 

    貸借対照表上に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負

担すると見込まれる額は２，０８５，０２９千円である。 

 （２）令和元年度予定 （令和２年３月３１日） 

    貸借対照表上に計上されている企業債（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負

担すると見込まれる額は１，８６２，６７０千円である。 

Ⅲ．セグメント情報に関する注記 

１ 報告セグメントの概要 

   下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業を運営し

ており、各事業で運営方針等を決定していること、及び公共下水道事業と特定環境保全公共下水道

事業では汚水処理と雨水処理を行っていることから、それらを報告セグメントとしている。 

   なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 

セグメント区分 事業の内容 

公共下水道事業 
汚水処理 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。 

雨水処理 市街地における雨水排除。 

特定環境保全 

公共下水道事業 

汚水処理 市街地以外の区域における、し尿・生活雑排水等の処理。 

雨水処理 市街地以外の区域における雨水排除。 

農業集落排水事業 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。 

 ２ 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額 

 （１）平成３０年度予定               （単位：千円） 

公 共 下 水 道 事 業 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 27,767,836 3,138,384 512,374 31,418,594 

セグメント負債 26,696,216 2,843,219 130,375 29,669,810 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

有形・無形固定資産の増加 

736,227 

786,865 

276,289 

105,038 

105,095 

143,046 

22,547 

147,972 

841,322 

929,911 

298,836 

253,010 
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特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 農業集落

排水事業 
合計 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 3,578,375 95,994 170,278 3,844,647 2,302,542 37,565,783 

セグメント負債 3,547,941 28,312 25,265 3,601,518 2,053,124 35,324,452 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

有形・無形固定資産の増加 

108,683 

107,494 

35,908 

29,602 

30 

74,360 

108,683 

107,494 

35,938 

103,962 

130,361 

83,887 

17,703 

2,662 

1,080,366 

1,121,292 

352,477 

359,634 

 （２）令和元年度予定               （単位：千円） 

 公 共 下 水 道 事 業 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 27,121,115 3,124,083 439,558 30,684,756 

セグメント負債 25,956,442 2,795,994 168,685 28,921,121 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

有形・無形固定資産の増加 

737,128 

788,360 

252,400 

141,521 

109,470 

143,270 

21,600 

128,968 

250 

846,598 

931,630 

274,250 

270,489 

特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 農業集落

排水事業 
合計 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 3,499,705 148,592 157,721 3,806,018 2,221,403 36,712,177 

セグメント負債 3,451,157 81,404 27,013 3,559,574 1,970,566 34,451,261 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

有形・無形固定資産の増加 

119,168 

107,750 

32,900 

29,179 

1,210 

1,530 

400 

54,129 

120,378 

109,280 

33,300 

83,308 

129,973 

76,950 

16,300 

1,924 

1,096,949 

1,117,860 

323,850 

355,721 

Ⅳ．その他の注記 

 １ 賞与引当金の取崩し 

    令和元年度において、期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として９，３２２千円を支

払う予定であるため、賞与引当金２，７６４千円を取り崩すこととしている。 

 ２ 貸倒引当金の取崩し 

    令和元年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金２，８１０千

円を取り崩すこととしている。  
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議第５３号 

美濃加茂市第６次総合計画基本構想及び基本計画について 

美濃加茂市議会の議決すべき事件に関する条例第２条第１号の規定により、美濃

加茂市第６次総合計画基本構想及び基本計画を別紙のとおり定めるものとする。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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美濃加茂市第６次総合計画 

基本構想・基本計画
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p. 1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
保健・福祉の分野

教育の分野

環境保全の分野

産業振興の分野

都市基盤整備の分野

防災・防犯の分野

市政運営の分野

その他

市の事業として特に重点を置くべきだと思う取組

昨今の社会環境の変化や直面している課題に配意し、美濃加茂市のまちづくりに

ついて中・長期的な視点が求められている。そのため、計画的、重点的に事業を

推進するための「道しるべ」となる新総合計画の策定が必要であり、この新総合

計画が美濃加茂市の最上位計画として位置付けられるべきである。

新総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の 3層構造から成り立っ

ている。計画期間を 10年としている「基本構想」では、美濃加茂市が進むべき方

向性を示し、5年で見直しをすべき「基本計画」では、将来像とＫＰＩを明確にし

ている。また、国の動向や社会情勢の変化、市民ニーズの多様性に対し、柔軟に

対応するために、「実施計画」は基本構想や基本計画に掲げる将来像やＫＰＩの達

成に向けて、毎年度見直しをかけるべきある。

このグラフは、「これからの美濃加茂市全体の施策の中で、特に重点を置くべき

だと思う取組は何ですか。」という問いについて、8つの分野から 1つ選択し集計

をしたものである。市民アンケートの結果から推察すると、保健・福祉の分野が

突出しており「健康」に対する関心度の高さが伺える。市民自らが健康を意識す

るとともに、市としても重点を置くべき取り組みであることを認識しなければな

らない。 

次いで、産業振興の分野が高くなっており、商工業、農林業の発展・継続とと

もに、働く場の創出に期待されていることが予測される。 

単位：％

計画策定にあたって 

出典 H30.10 新総合計画のための市民アンケート（抜粋） 

全体の 3 分の 1 以上
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p. 2 

健康づくりの推進

母子保健の推進

障がい者福祉の推進

介護・高齢者福祉の推進

子育て支援の推進

学校教育の充実

生涯学習の推進

文化・芸術の振興

スポーツ活動の推進

多文化共生の推進

環境保全

ごみの減量･省エネ対策

労働環境の整備
商業の振興

工業の振興

農林業の振興観光の振興

生活道路の整備

市街地の整備

上下水道の安定供給

公共交通の推進

防災対策

防犯体制の整備

交通安全の推進

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

-4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00

重要度と満足度の関係

このグラフは「これまでの満足度」と「これからの重要度」をクロス集計した

ものである。右上の重要度（高）満足度（高）に属する取り組みは、市の施策と

市民の考え方が一致している事業であると言える。対して、左上の重要度（高）

満足度（低）に属する取り組みは、市の施策と市民の考え方が一致していない取

り組みである可能性が高いと推測できる。また、左下の重要度（低）満足度

（低）に属する取り組みは、その施策の内容の見直しなど事業の在り方を検討す

る必要があると言える。 

出典 H30.10 新総合計画のための市民アンケート（抜粋）

重要度（高） 
満足度（低） 

重要度（高） 
満足度（高） 

重要度（低） 
満足度（低） 

重要度（低） 
満足度（高） 

重要度

満
足
度
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p. 3 

このグラフは年齢区分による今後の人口推移を表すもので、当市においても高

齢化の波を避けることができず、年々高齢化が進みつつある。同時に、少子化、

生産労働人口の減少も重なる形となり、被扶養者１人当たりの成人数も減少して

いくと予測される。それらを踏まえると、高齢化を防ぐことは難しいため、子育

てしやすい環境を整備して少しでも少子化に歯止めをかけることが重要となる。

また、いかに若年層から「健康」に対しての意識を高め、生涯健康で健康寿命を

高める施策が必要となってくると思われる。 

単位：人

出典 2015 年国勢調査及び2015 年人口ビジョン

2000 年をピークに
減少傾向が続く

前期・後期高齢者が
増え続ける
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p. 4 

新総合計画では、市民・団体・企業・行政が一体となって「歩き続ける」こと

を共通の目標とし、「心の健康」「体の健康」「社会の健康」を整えることで、持続

可能なまちづくりの実現を目指します。美濃加茂市に住むこと、住み続けること

が、健康で豊かな暮らしに繋がるよう、みんなで一歩を踏み出しましょう。 

健康な心を育む 

思いやりの心 
他者への関心 
豊かな心 
チャレンジ精神 

健康な体をつくる 

全世代の健康増進 
健康寿命の延伸 
予防医療の推進 
生涯元気 

健康な社会を形成する 

成長する産業 
自然との調和 
安心安全なまち 
健全な行財政 

いろいろな場所での出会い、交流を通じ

て、より地域に愛着と関わりを強く持ち、助

け合える心を育みます。 

生涯健康で元気な体でいられるよう、家族

や地域が一緒になって健康づくりに取り組め

る環境を整えます。また、情報技術を充実さ

せることで、予防意識の向上を図ります。

魅力ある地域資源を最大限に活かしたまち

づくりに取り組みます。また、地域で見守り

合い、市民と一緒に安心安全な住みやすいま

ちを目指します。

基本構想 
計画期間：令和２年度～令和１１年度
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p. 5 

●６つのまちづくり宣言 

新総合計画において、市民の方から様々な場所で、たくさんのご意見をいただ

きました。今後、特に重点を置く政策について下図のように６つのまちづくり宣

言をし、具体的な宣言内容については、基本計画で定めるものとします。 

地域 

再生 

産業 

振興

健康 

増進 

防災 

減災 

ハニカム構造とは、正六角形を並べた構造のこと言い、

軽くて丈夫で、少ない材料で大きな重さに耐えられる特
徴があります。行政は、最少の経費で最大の効果を発揮

する必要があることから、このハニカム構造のような仕
組み、体制、持続可能な事業の展開を目指します。 

Honeycomb
Structure 
[ハニカム構造] 

毎日
学校が楽しい 

仕事も 
プライベートも 
充実させたい

いつかは 
結婚したいし、 
子どもも欲しい

近くに 
散歩コースが 
たくさんほしい 

あい愛バス 
運転免許証を 
返納したら 
利用したい 

地震・水害から 
市民を 
守れるように 
してほしい 

子ども達が 
もっと楽しめる 
場所があるといい 

若者が 
元気なまちで 
あってほしい 

就職先を 
増やしてほしい 

やっぱ 
美濃加茂がいい

あいさつが 
あふれるまち 
笑顔がたくさん 
あるといい 外国人市民と 

コミュニケーション 
がとれる機会が 
もっとほしい 

毎日 
ウォーキングが 
したい 

不審者が 
いないまち 
安心して 
暮らせるまち 

元気に 
年をとりたい 
長生きしたい 

毎日 
地元の野菜を 
食べたい 

オシャレな 
お店が 

たくさんあると 
いいな 

日本人と 
外国人が 
仲良く暮らせる 
といいな 

高齢者の 
スポーツを 

増やしてください 

女性
若者 
活躍 

多文化 

共生 
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p. 6

生涯にわたり健康であり続けるために、自分の健康は自分で守るという意識を高

めること、スポーツ活動やウォーキングなどの健康増進に積極的に取り組む市民

が増えるように、環境整備、普及啓発活動に努めます。また、予防の観点から将

来介護のいらない生活が送れるよう様々な交流機会や支援事業を実施し、生きが

いをもって生活する市民を増やすとともに、介護がいらなくなるような環境づく

りをします。支援が必要になる場合も、早期発見ができるよう相談事業や見守り

事業の充実を図り、さらなる支援をしていきます。 

女性や若者が自分らしく生きられるよう、ライフ・ワーク・バランスを充実さ

せ、夢や希望が叶えられるような子育て環境の支援を充実します。また、子育て

についての悩みを一人で抱え込まないように、みんなで一緒に子育てできる仕組

みづくりをするとともに、保護者も一緒に成長できるような取り組みも充実して

いきます。また、こども達が成長していく中で、自ら楽しく学べるような魅力あ

る教育環境を整備することで、地域への愛着を持ち、女性や若者の夢が叶えられ

ることができるまちづくりを目指します。

健康 

増進 
心と体の健康を図り、 

「生涯元気なまち」を目指します！（健康・福祉分野） 

KPI ① 健康寿命の延伸      （男性）79.90 歳		 	81.00 歳

（女性）85.00 歳		 	86.00 歳

② 健康増進に積極的に取り組んでいる人の割合
53.4%	 70.0%

生涯健康で、元気に生きる！ 

女性や若者が輝き、 

自分らしく生きられるまちを目指します！（Caminho・教育分野） 

① 生まれる赤ちゃんの人数（年間出生数５００人）を維持 

４９１人 ５００人

② 女性や若者が夢を叶えられるまちだと感じる人の割合
20.0%	 40.0%

女性や若者が輝き、 
スポットライトが当たるまち！ 

KPI 

基本計画（重要政策） 

女性
若者 
活躍 

平成 30 年度実績 令和 6 年度目標 

平成 30 年度実績 令和 6 年度目標 

計画期間：令和２年度～令和６年度
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p. 7

外国人市民の自立に向けた支援を行うことで、日本人、外国人区別なく交流で

きる機会をつくり、地域のパートナーとなれるように取り組みます。 

保育園・こども園や小学校、中学校に通う外国人児童生徒に対し、日本での生活

に困らないような教育支援を充実させ、進学から就職へ繋がることで、将来を思

い描ける外国人児童生徒を増やします。 

魅力ある地域資源（人・モノ・情報）と個性を活かしたまちづくりを進めるこ

とで、地域資源の付加価値を高めます。また、この地域資源を利活用すること

で、美濃加茂市を訪れる関係人口を増加させ、ふれあいと賑わいが溢れるまちを

目指します。

農業従事者の担い手不足を解消し活性化することで、農業を守っていきます。 

豊かな自然環境と美しい里山の風景を後世に残すため、里山を整備し、その里

山を利活用した教育支援や遊び場の創出に努めます。

お互いのことを理解し、ダイバーシティを活かした魅力ある 

まちを目指します！（協働・まちづくり分野） 

① 外国人市民の高校進学率     93.1	%		 	97.6	%

② 多文化共生のまちづくりが進んでいると感じる人の割合
36.3%	 50.0%

みんなで一歩を踏み出そう！ 

産業 

振興 付加価値を高め、つくる楽しみと 

生きがいを感じるまちを目指します！（産業振興分野） 

KPI 
① １人当たりの市内総生産額  4,024千円		 	4,100千円

② 産業・観光振興に積極的に取り組んでいると感じる人の割合
34.4%	 50.0%

活力と”豊かさ”あふれるまち！ 

KPI 

多文化 

共生 

平成 30 年度実績 令和 6 年度目標 

平成 30 年度実績   令和 6 年度目標 
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p. 8

みんなのまちはみんなでつくるという意識を持ち、快適に暮らせるまちづくり

を目指します。移動手段のない方や車の運転が難しい方にとって、どこにいても

行きたいところへ移動できるような公共交通、良質な地域空間を整備し、誰にと

ってもやさしく感じられるまちを整備します。 

かけがえのない地球環境を守るため、市民が自発的に環境保全に取り組み、自

然と共生できるまちづくりを支援します。 

地震、集中豪雨などの自然災害に対応できるよう、日頃から備蓄品の整備、啓

発活動などに取り組みます。また、自助・互助・共助を意識し、様々な環境に適

応できるよう防災・減災意識の高い市民を増やします。 

災害に対する啓発を行い、自主的な防災活動を促進させ、家庭や地域の防災力

を高めていきます。 

防犯・交通安全面では、地域ぐるみで見守り合う交通安全対策や、防犯活動を

行っていけるような環境を整備します。 

地域 

再生 
10年先を見据えた 

まちづくりを目指します！（都市整備分野） 

KPI 

① あい愛バスの利用者数      84,759 人		 	120,000人

② 住みよいまちだと感じる人の割合  
72.2%	 80.0%

地域の魅力をアップデート！ 

防災 

減災 自助、互助、共助を意識することで様々な環境に適応し、 

生き延びる力を身に付けることを目指します！（防災・減災分野） 

KPI 

① 自主防災組織率      79.1%→100％

② 災害のための備えができている人の割合
52.0%	 75.0%

もしものとき、生き残るために！ 

平成 30 年度実績  令和 6年度目標 

平成 30 年度実績 令和 6 年度目標 
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議第５４号 

財産の交換について 

 下記のとおり財産を交換するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第６号の規定に基づき議会の議決を求める。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

１ 交換の相手方  中津川市苗木９１６７番地 株式会社エヌ・エス・ピー 

          代表取締役 鈴木捷也(以下「甲」という。) 

          中津川市苗木９１６７番地 株式会社ＮＳＰ ＳＳ 

          代表取締役 鈴木捷也(以下「乙」という。) 

２ 市が交換により甲に譲渡する財産 

(1) 種 類 土地 

(2) 所在地 美濃加茂市下米田町信友字天神洞６０８番４ 外４筆 

(3) 地 積 ２，５４８．０４平方メートル（実測面積） 

(4) 地 目 公衆用道路 

(5) 価 額 １４，２４７，７５６円 

所 在 地 地 目 実測面積（㎡） 土地価格（円）

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞608番4 
公衆用道路 248.11 1,786,392 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞608番6 
公衆用道路  23.19   166,968 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞638番4 
公衆用道路 1,162.76 6,278,904 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞642番2 
公衆用道路 549.22 2,965,788 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞648番1 
公衆用道路 564.76 3,049,704 

 小  計 2,548.04 14,247,756 
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３ 市が交換により甲から取得する財産 

(1) 種 類 土地 

(2) 所在地 美濃加茂市下米田町信友字天神洞６１４番２ 外１１筆 

(3) 地 積 １，９７０．８４平方メートル（実測面積） 

(4) 地 目 公衆用道路 

(5) 価 額 １０，６４２，５３６円 

所 在 地 地 目 実測面積（㎡） 土地価格（円） 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞614番2 
公衆用道路 1.42 7,668 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞614番3 
公衆用道路 4.54 24,516 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞625番2 
公衆用道路 145.92 787,968 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞626番2 
公衆用道路 714.42 3,857,868 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞627番2 
公衆用道路 177.23 957,042 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞628番2 
公衆用道路 305.28 1,648,512 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞631番2 
公衆用道路 80.02 432,108 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞636番2 
公衆用道路 171.35 925,290 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞636番3 
公衆用道路 0.14 756 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞639番2 
公衆用道路 119.73 646,542 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞641番2 
公衆用道路 229.29 1,238,166 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞644番2 
公衆用道路 21.50 116,100 

 小   計 1,970.84 10,642,536 
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４ 市が交換により乙に譲渡する財産 

(1) 種 類 土地 

(2) 所在地 美濃加茂市下米田町信友字天神洞６０８番７ 外４筆 

(3) 地 積 ２，７９７．０３平方メートル（実測面積） 

(4) 地 目 公衆用道路又は用悪水路 

(5) 価 額 １５，８４５，６７０円 

所 在 地 地   目 実測面積（㎡） 土地価格（円） 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞608番7  
公衆用道路 412.06 2,966,832 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞638番3 
公衆用道路 553.36 2,988,144 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞691番2 
公衆用道路 610.59 3,297,186 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞691番3 
公衆用道路 1,151.19 6,216,426 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞704番2 
用悪水路 69.83 377,082 

 小   計  2,797.03 15,845,670 

５ 市が交換により乙から取得する財産 

(1) 種 類 土地 

(2) 所在地 美濃加茂市下米田町信友字天神洞６３７番２ 外８筆 

(3) 地 積 ６９１．９５平方メートル（実測面積） 

(4) 地 目 公衆用道路 

(5) 価 額 ３，７３６，５３０円 

所 在 地 地 目 実測面積（㎡） 土地価格（円） 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞637番2 
公衆用道路 10.14 54,756 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞650番2 
公衆用道路 216.97 1,171,638 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞651番2 
公衆用道路 85.67 462,618 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞652番2 
公衆用道路 22.08 119,232 
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美濃加茂市下米田町

信友字天神洞653番2 
公衆用道路 29.62 159,948 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞654番2 
公衆用道路 23.37 126,198 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞666番2 
公衆用道路 57.33 309,582 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞667番2 
公衆用道路 94.13 508,302 

美濃加茂市下米田町

信友字天神洞703番2 
公衆用道路 152.64 824,256 

 小   計 691.95 3,736,530 

６ 交換差額の補足 甲は、市に対し交換差額金３，６０５，２２０円を支払うも

のとする。 

          乙は、市に対し交換差額金１２，１０９，１４０円を支払う

ものとする。 

７ 交 換 理 由 （仮称）信友工業用地造成事業に伴う用地の交換 
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議第５５号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとお

り市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議会の議決を求める。

  令和元年８月２９日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
笠屋敷田

畑線

美濃加茂市伊深町字笠屋鋪２６１番地先   

美濃加茂市山之上町字追分７５６３番地先
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議第５６号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和元年８月２９日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
本郷６９

３号線

美濃加茂市本郷町八丁目字下後世針６８５番２地先

美濃加茂市本郷町八丁目字下後世針６８５番１７地先

２ 
小井戸笠

屋鋪線 

美濃加茂市山之上町字小井戸６７５９番１地先

美濃加茂市伊深町字笠屋鋪２６１番地先

３ 
田畑３６

６号線

美濃加茂市山之上町字追分７５６３番地先

美濃加茂市山之上町字中田７８１５番地先

４ 
信友３０

１号線

美濃加茂市下米田町信友字天神洞６１４番１地先

美濃加茂市下米田町信友字天神洞６３６番１地先
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議第５７号 

中濃地域農業共済事務組合の解散に関する協議について 

 令和２年３月３１日限り中濃地域農業共済事務組合を解散することに関し、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、構成団体と協議する

ことについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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議第５８号 

   中濃地域農業共済事務組合の解散に伴う財産処分に関する協議について 

 令和２年３月３１日限り中濃地域農業共済事務組合を解散することに伴う財産処

分について下記のとおり定めることに関し、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８９条の規定により、関係地方公共団体と協議することについて、同法第２９

０条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

 中濃地域農業共済事務組合を解散することに伴い、同組合の財産をすべて岐阜県

農業共済組合へ帰属させるものとする。 
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議第５９号 

中濃地域農業共済事務組合規約の一部を改正する規約に関する協議に 

ついて 

 中濃地域農業共済事務組合の規約を下記のとおり改正することに関し、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体

と協議することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

   中濃地域農業共済事務組合規約の一部を改正する規約 

中濃地域農業共済事務組合規約（平成９年４月１日岐阜県指令武総第２号）の一

部を次のように改正する。 

第１４条の次に次の１条を加える。 

 （解散した場合の事務の承継） 

第１５条 組合が解散した場合においては、関市が事務を承継する。  

  附 則 

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する｡ 
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議第６０号 

美濃加茂市教育委員会の教育長の任命について 

 美濃加茂市教育委員会の教育長に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

令和元年８月２９日提出 

                                 美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

住  所  美濃加茂市田島町１丁目４番１９号 

氏  名  日 比 野 安 平 

生年月日  昭和２３年３月１日 
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諮第１号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

住  所  美濃加茂市蜂屋町下蜂屋１６１１番地 

氏  名  東 山 多 賀 子 

生年月日    昭和２８年２月１６日                       

- 211 -



諮第２号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

住  所  美濃加茂市太田町１８０２番地１ 

氏  名  安 江 ち か 子 

生年月日    昭和２７年４月１３日                       
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諮第３号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和元年８月２９日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

住  所  美濃加茂市加茂野町鷹之巣１５９９番地１ 

氏  名  清 水 三 恵 子 

生年月日    昭和３６年１１月２４日                       
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平成３０年度美濃加茂市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の 

認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項及び地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平成３０年度の美濃加茂

市の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに水道事業会計及び下水道事業会計

の決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  令和元年８月２９日提出 

                   美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

認第 １号 平成３０年度美濃加茂市一般会計歳入歳出決算認定について  

認第 ２号 平成３０年度美濃加茂市国民健康保険会計歳入歳出決算認定について 

認第 ３号 平成３０年度美濃加茂市介護保険会計歳入歳出決算認定について 

認第 ４号 平成３０年度美濃加茂市後期高齢者医療会計歳入歳出決算認定につい

て 

認第 ５号 平成３０年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計

歳入歳出決算認定について 

認第 ６号 平成３０年度美濃加茂市古井財産区会計歳入歳出決算認定について 

認第 ７号 平成３０年度美濃加茂市山之上財産区会計歳入歳出決算認定について 

認第 ８号 平成３０年度美濃加茂市水道事業会計決算認定について 

認第 ９号 平成３０年度美濃加茂市下水道事業会計決算認定について 
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